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午後１時２７分開会 

○吉田こうじ委員長 それでは、時間前ではござい

ますが、皆様おそろいのようですので、ただいま

より文教委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 初めに、記録署名員を私から

指名いたします。 

  くじらい委員、佐藤委員、よろしくお願いしま

す。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、異動管理職の紹介があ

ります。 

  まず、教育長から、異動のあった部長級職員の

紹介をお願いします。 

○教育長 よろしくお願いいたします。 

  私から、４月１日付で異動があった文教委員会

所管の部長級職員を紹介いたします。 

  神保義博教育指導部こども支援センターげんき

所長です。支援管理課長の事務を取り扱います。

また、子ども家庭部子ども家庭相談室長を兼務い

たします。前任職は政策経営部報道広報課長です。 

  楠山慶之子ども家庭部長です。前任職は政策経

営部あだち未来支援室長です。 

  私からは以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 続いて、教育指導部長から、

異動のあった所管の課長級職員の紹介をお願いし

ます。 

○教育指導部長 私から、教育指導部内の異動があ

った課長級職員を紹介いたします。 

  加藤鉄也学校ＩＣＴ推進課長です。前任職は環

境部環境政策課長です。 

  秋元康裕学力定着推進課長です。前任職は教育

指導部学校ＩＣＴ推進担当課長です。 

  冨本保明教育指導課長です。前任職は豊島区立

池袋小学校長です。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○吉田こうじ委員長 ありがとうございます。 

  続いて、こども支援センターげんき所長から、

異動のあった所管の課長級職員の紹介をお願いし

ます。 

○こども支援センターげんき所長 よろしくお願い

いたします。 

  私から、こども支援センターげんき内及びこど

も家庭相談室内の異動があった課長級職員を御紹

介いたします。 

  鈴木淳子こども支援センターげんき所長付教育

相談課長です。前任職は子ども家庭部青少年課青

少年事業係長で、今回、昇任でございます。 

  高橋徹こども家庭相談室長付子ども家庭相談課

長です。前任職はこども支援センターげんき所長

付こども家庭支援課長です。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○吉田こうじ委員長 続いて、学校運営部長から、

異動のあった所管の課長級職員の紹介をお願いし

ます。 

○学校運営部長 私から、学校運営部内の異動があ

った課長級職員を御紹介いたします。 

  武内新之助学校施設管理課長です。前任職は危

機管理部危機管理課危機管理係長で、今回、昇任

でございます。 

  物江耕一朗青少年課長です。前任職は子ども家

庭部青少年課長でございます。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○吉田こうじ委員長 ありがとうございます。 

  続いて、子ども家庭部長から、異動のあった所

管の課長級職員の紹介をお願いします。 
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○子ども家庭部長 私からは、子ども家庭部内の異

動があった課長級職員を紹介いたします。 

  齊藤ひろみ子ども施設指導・支援課長です。前

任職は総務部人事課人材育成係長で、今回、昇任

です。 

  柳瀬晴夫保育・入園課長です。前任職は子ども

家庭部子ども施設運営課長です。 

  樋口清二私立保育園課長です。前任職は区民部

課税課システム標準化担当係長で、今回、昇任で

す。 

  小田川佳剛幼稚園・地域保育課長です。前任職

は都市建設部都市建設課管理係長で、今回、昇任

です。 

  蜂谷勝巳学童保育課長です。前任職は子ども家

庭部私立保育園課長です。 

  以上で、私から紹介を終わります。 

○吉田こうじ委員長 よろしくお願いいたします。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、組織改正に伴う新組織

の事務分掌に移ります。 

  組織改正に伴う新組織の事務分掌につきまして

は、既に資料をタブレットの方に配付いたしまし

たので、説明に代えさせていただきます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、請願・陳情の審査に移

ります。 

  初めに、（１）５受理番号１１ 小学校図書館

の司書を中学校同様に直接雇用に切り替え、週５

日配置することを求める陳情を単独議題といたし

ます。前回は継続審査であります。 

  最初に、追加署名の提出がありましたので、区

議会事務局次長から報告をお願いします。 

○議会事務局次長 （１）５受理番号１１の陳情に

つきましては、４月１６日付で３５名の追加署名

の提出があり、合計で２，１５７名になりました

ので、御報告いたします。 

○吉田こうじ委員長 執行機関は何か変化はござい

ますか。 

○教育政策課長 昨年度、学校図書館スーパーバイ

ザーを配置しまして、学校図書館支援チームとい

う形で活用してまいりました。 

  今年度の体制といたしましては、学校図書館ス

ーパーバイザーを１名追加して２名体制、また、

学校を巡回する学校巡回司書という職を新設しま

して、３名の体制になっております。 

  併せて、指導主事事務方を含めた学校支援チー

ムとして活動を開始しておるところでございまし

て、新年度１週目から、利活用推進校を中心に学

校訪問をさせていただいているという形でも新年

度の活動をスタートしている状況でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○伊藤のぶゆき委員 １点だけ、新しく職員の方々

も異動されたり昇進されたということなんですけ

れども、今お話がありましたように、スーパーバ

イザーが１名追加されて新しく動き出しましたと

いうことですけれども、週４日間学校司書を置い

ていくということで、今令和６年度で２年目に入

ったと思うんですけれども、令和６年４月の今現

時点での配置状況というのはどうなっているか。 

○教育政策課長 週４日の配置校、昨年度から３年

間掛けて拡充していく予定で進めております。昨

年度２３校、今年度は新たに２２校ということで、

４５校が週４日校となっておりまして、それぞれ

図書館支援員を配置できている状況でございます。 

○伊藤のぶゆき委員 新しく２２校が増えて４５校
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ということですけれども、来年度も含めた見込み

はどういう感じになっていますか。 

○教育政策課長 来年度残り２２校ですけれども、

このまま予定どおりに拡充できると私どもは考え

てございます。 

○ぬかが和子委員 その配置の関係ですけれども、

新年度スタートして４５校中、去年もずっと問題

にしたんですけれども、１校を２人の方でやっと

賄うという状況というのは、同じ司書が４日間い

るんじゃなくて、２日ずつということでは、継続

性とか顔の見える関係という点では、そうじゃな

い方がいいと思っているんですけれども、１校を

２人でというのは何校ありますか。 

○教育政策課長 今年度、現時点で８校ございます。 

○ぬかが和子委員 いろいろ原因はあると思うんで

すけれども、そこは何とかこれからも改善、解消

をしていっていただきたいし、もう新年度スター

トすると、今度は早速、来年度全校で４日間とい

うのをやった上でどうするか検証するということ

でしたので、そういう検討にもしっかり入ってい

っていただきたいと思っているんですが、部長、

いかがでしょうか。 

○教育指導部長 ぬかが委員おっしゃるように、配

置が図書館支援員の週４日が完了する前に今後ど

うするかという検証をしながら、しっかり対応し

てまいりたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 それから、先ほど本当にスーパ

ーバイザーを、そして図書館支援室が誕生して、

新年度から更に体制が厚くなったというのは本当

によかったと思っているんです。 

  実は、今月の初めに私たち被災地能登半島にボ

ランティア支援に行ったときに、帰りに石川県立

図書館にも行かせていただいて、その上で、ああ、

これだけすばらしいことをやっている所が、石川

県では学校の図書館司書はどうなっているんだろ

うというのを調べてみたんです。そうしましたら、

ずっと調べていくと、足立と同じスーパーバイザ

ーが絡んでいるんです。例えば金沢市とか石川県

下の学校図書館の充実に対して。それで、金沢市

では本当に全部の学校に専任で小学校も配置をし

ようと今頑張っていると。ちょうど足立と同じよ

うに今増やしているという段階です。やっぱり全

国でそういうのが広がっていると思っているんで

すが、その中で印象的だったのが、これは県レベ

ルですけれども、図書館司書の方々もそうだけれ

ども、学校に関わる方々が、やっぱり学校図書館

をいかに使うかということを日々研修しようとい

うことで交流も今、区は各地域ごとに始まってい

るわけですけれども、石川県では、石川県の学校

図書館研究大会というのを毎年やっているんです。

何をやっているかというと、やはりその時代に合

いながら、すぐれた取組を交流したり、講演した

り、公開授業をやったり、そういうことを小さな

県だというのはあるとは思うんですけれども、県

レベルでやっているんです。東京都ではそういう

ものというのはあるんでしょうか。 

○教育政策課長 区立の小・中学校のそれぞれ研究

会にも学校図書館部会がございますし、都レベル、

私も詳しくは承知しておりませんけれども、様々

な研究団体があるとは理解しております。 

○ぬかが和子委員 ないです。私も調べたんです。

そうしたら、学校図書館協議会とかいろいろな団

体があって、そういうところではやっているんだ

けれども、これのいいところは正に自治体全体で、

例えば今回でいうと、白山市との野々市市の取組

を紹介、発表しますとか、公開講座をやりますと

か、それで県全体でレベルアップしていくという

仕組みができているんです。 

  それを東京でやってねと声を上げてもらうとい

うのも大事だと一つは思っているんです。東京で
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もそういう機運を、２３区だけでもいいですから、

とにかく高めていこうと声を是非上げていってい

ただきたいというのが１点と、そして今本当に、

それぞれで研究や交流が始まっているんですけれ

ども、やっぱり全体的に学校図書館を活用した活

動が活発になるような、こういう取組というのも

ほかに学んで、区としても、こんな規模じゃなく

てもいいからできるんじゃないかと思うんです。

是非やっていっていただきたいと思うんですが、

どうでしょうか。 

○教育政策課長 目標は高めに見据えつつも、まず

足元からというところが実態でございます。 

  今、利活用推進校を中心に、本当に地道に取り

組み始めているところですので、ぬかが委員から

も是非公開授業をという要望もいただいておりま

すけれども、そういったところもまずは第１のゴ

ールに設定しながら、理想は高く持ちつつという

ことで着実に進めていきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。区とし

てはそうだと思うんですけれども、やっぱり私も

もっと研究してみますけれども、そういう都道府

県レベルでこういうことをやったらどうかという

ような提起の仕方というのもあるんじゃないかと

思うんです。それは区独自でやる課題じゃなくて

も声を上げられると思うので、是非上げていただ

きたいんですが、どうでしょうか。 

○教育長 先日、教育長会というのがありまして、

初めて出させていただきました。それぞれ各区の

教育長の思いは非常にすばらしいものがございま

した。 

  今後その学校図書館の活用に関しても、できれ

ばそういうことを上げさせていただいて、もし可

能であれば、実施に向けて検討できるかどうか、

話題にはさせていただきたいと思っております。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派からの意見をお願いします。 

○伊藤のぶゆき委員 ３年かけて２年目ということ

で、先ほど４５校、週４日配置が始まったという

ことで、ぬかが委員のおっしゃっているとおり、

では４５校に４５人いるのかというとなかなか難

しいというのが多分本当のところだと思います。 

  ですので、取りあえず今行政として、教育委員

会としては週４日置くことを最優先するべきであ

るし、当然、来年度全部の学校に週４日で配置す

るということが第一のあれだと思いますので、も

ちろんこの週４日になって、やっぱりお母さんた

ちは喜んでいます。だからなるべく早く、まずは

週４日、全校に支援員を設置することを最優先し

ていただきたいと思いますし、取りあえず令和６

年度、令和７年度はその計画で進んでいくと思い

ますので、一旦この話、週５日置いてほしいとい

う陳情の願意は重々分かってはいるんですけれど

も、一旦ここで私たちは不採択にさせていただい

て、まずは週４日全校に支援員を配置することを

しっかりとしていっていただきたいと思います。 

○たがた直昭委員 今回の陳情の趣旨としては、小

学校の図書館活動を充実させるために直接雇用で

週５日間の配置ということで書かれております。 

  先ほどの質問を聞いていても、ここ３年間で

２３、２２、次がまた２２ということで、やは

り３年間で全校ということで、週４日というこ

とでありますので、まずは５日間というよりも、

まず４日間しっかりと取り組んでいただきたい、

そう思いますので、今回不採択でお願いします。 

○ぬかが和子委員 今までいろいろ議論してきまし

たけれども、今年度は来年度に向けて３年目に向

けて準備をしていく段階でもあるだろうと。 

  そして、この週５日配置ということも大事なん
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だけれども、この陳情の肝というのは、やはり中

学校同様に、直接雇用に切り替えて、そしてきち

んと人を育てていって、司書として活動していた

だく。支援員じゃなくて。そこがやはり肝だと思

っています。 

  今、不採択というお話が両会派からありました

けれども、これは私は、不採択というのは、何も

恐らくこれそのものを否定する意味で不採択なん

じゃないんだろうと思っているんです。だから是

非前向きに進めていただきたいし、態度としては、

私は引き続き採択ということで態度表明いたしま

す。 

○長谷川たかこ委員 以前から申し上げているよう

に、しっかり皆さんのこの願意を受け止めていた

だきたいと思っております。目標値はしっかりと

高く持って、そこに向けて建設的に進めていただ

きたいと思っております。ずっと前回同様、採択

でお願いします。 

○佐藤あい委員 まず、この陳情の願意としまして、

週５日配置という部分については、将来的に週５

配置というところを目指していっていただきたい

と考えておりますけれども、まずは一歩一歩改善

していっているという段階ですし、週４日全校へ

というところで、まずはそちらを優先していただ

きまして、更に、週４日でゴールというわけでは

ないと考えていただいているとは承知しておりま

すので、今後について、また改めて議論をしてい

ただければと思いますので、まず一旦、私たちと

しても不採択とさせていただきます。 

○吉田こうじ委員長 それでは、これより採決をい

たします。 

  本件は、採択すべきものとすることに賛成の方

の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手少数であります。よって、

不採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、（２）５受理番号１２ 有効ないじめ対

策の実施を求める請願を単独議題といたします。

前回は継続審査であります。 

  また、報告事項（８）令和５年度第３回学校生

活及びいじめに関するアンケート調査が本請願と

関連しておりますので、併せて説明をお願いいた

します。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の報告

資料２２ページをお開きください。 

  令和５年度の第３回学校生活いじめに関するア

ンケート調査の御報告でございます。 

  項番１でございます。このアンケート調査は年

に３回、６・１１・２月と実施しておりますが、

今回の御報告は２月の御報告でございます。 

  項番３でございます。結果の概要でございます。 

 ちょうど１年前、前年２月との比較になっており

ます。詳細は２４ページ以降に掲載をしておりま

すが、その中で主立ったものを抜粋しているのが

項番３になっております。まずこの表の中で、「相

談できる人がいない」というのが４１５人、これ

は前年よりも０．２ポイントの増となっておりま

す。また、「冷やかし、からかい、悪口を言われ

た」というものも０．３ポイントの増となってお

ります。 

  それから未提出数でございます。こちら７４６

件ということで、ポイントにすると０．３ポイン

トでございますけれども、そのうちの５２４件が

不登校のために回収に至らなかったというもので

ございます。 

  項番４でございます。アンケートの結果の分析

と今後の対応でございますが、まずアのところ、

１１月の調査と比較しますと、数値は改善してお

りますけれども、「相談ができる人がいない」と

いう児童については、個別に面談等を行いまして



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ７  

 

フォローしていくようにいたします。 

  また、スクールカウンセラーをはじめとする相

談先、こちらについても改めて周知をしてまいり

たいと考えております。 

  ２３ページのエのところを御覧ください。 

  未提出数の増加についてでございます。こちら、

実施期間中に居住地以外に在住、又は日本語の読

解が困難ということで、外国にルーツを持つ児童・

生徒が増加していることがこの未提出数の増加に

つながっているものと考えております。 

  今後の対応でございますけれども、音声翻訳機

の活用ですとか、日本語学習ルームと連携しまし

て、必要な相談ができるようにしてまいりたいと

考えております。 

  項番５の今後の方針でございます。学校とこの

情報を共有いたしまして、改善に努めてまいりた

いと考えております。 

  私から以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 今、御報告いただいたところの

２４ページですけれども、毎回着目している主な

相談先なんですけれども、これいつもこちら言っ

ているのは、縫いぐるみとか、そういうものは相

談先に値するのかという質問をさせていただいて

いたんですが、今回消えたんだけれども、自由記

載の中でそういう回答はないということなのか、

それともここからは消えたということなんでしょ

うか。 

○教育指導課長 その点につきましては、この縫い

ぐるみが消えたのがどういう理由かというのは、

再度確認をさせていただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 恐らくこれ事前に聞いたときに

はあったんじゃないかと、あったというような話

を言っていらしたと思うんです。事前説明を受け

たときには。 

  やはり本当にその人がよりどころとなるような

ところというのは、この間の区の議論では、縫い

ぐるみに話しかける、ペットに話しかける、それ

が自分のよりどころなんだということで、相談先

とは言っているんだけれども、やっぱりそういう

実態というのは、それはそれでいいことだけれど

も、相談先とは言えないんじゃないかということ

で、もっと支援を強めていく必要があるだろうと

思っているんです。 

  それと、次のページ２５ページの１０番のとこ

ろですけれども、「どういうことでいじめられま

したか」という、「ほかのことでいじめられた」

の自由記載で非常に気になっているんですけれど

も、「ノリ程度でやっているのに、先生に言われ

たり、責められたり、自分のせいにされたりする」

というのが、要は先生からのハラスメント的な記

載というか、そうなっているんです。これを見た

ときに、もちろんアンケートだから個別の事例に

ついては分からないと思うんです。だけれども、

これを見た私の印象は、やはりノリ程度で本人は

やっているという、やっていることは何なのかと。

もしかしたら、そっちのほうが人が嫌がることを

やっているかもしれない。だけれどもそのことを

自分で気が付かないで、それを注意されたことが

問題だ、これがいじめだとなって記載しているん

だとすれば、やはりそこにまだまだ本当にいじめ

をなくそうというような、いじめはよくないこと

だというのが、分かってないことの現れじゃない

かと、そう見て取れるんですが、その辺はどうお

感じでしょうか。 

○教育指導課長 ぬかが委員御指摘のとおり、この

ノリ程度、子どもによっては自分でまだいじめの

認識がない、あくまでも遊びの範疇であると。正

にそこが問題点であると思いますので、その点に
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つきましては、学校に対して、また、子どもたち

に対してもそうですが、いじめの定義とは何か、

人を傷つけることは何かということをしっかりと

周知させていきたいと思っております。 

○教育指導部長 最初の質問の方の縫いぐるみのお

話でございます。 

  今までは全て自由記載のところを載せていたん

ですけれども、少し精査したようなところがござ

います。ただ、それが重要な視点ということもも

ちろん承知しておりますので、記載の仕方につい

ては工夫してまいります。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。今、指

導課長に答弁していただいたとおり、そこがやは

り大事にしなきゃいけないところかなと思ってお

りまして、前回若干紹介させていただいたけれど

も、今小学校の中で校長会なんかで交流しながら

なんでしょうか、辰沼小のキッズレスキューまで

はいかなくても、いい取組が本当に広がっている

と思っているんです。私、一番いいと思っている

のは、やってもらってうれしかったことをやって

あげようと、やってもらってうれしかったことを

見える化して、そういうことで、やってもらって

嫌だったことはやらないようにする気風を学校全

体の風土としてつくり上げていく、こういうこと

は大事だと思っていて、その辺は是非強めていた

だきたいというのが１点と、それから、この間議

論してきたように、辰沼小の精神については、し

っかり広げていこうということが、この間答弁し

ていただいているわけですから、そこについて新

年度どのくらい、どういうことをやろうとしてい

るのかというのも併せて答弁をお願いしたいと思

います。２点です。 

○教育指導課長 辰沼小の取組、私も以前統括上、

主事でいた時代に存じ上げております。辰沼小の

事案が小学校６７校、中学校３５校にどれだけ広

げられるか、また、地域の実態、子どもたちの実

態もありますので、そういったものも考慮しなが

ら、その学校に合ったいじめ対策ということをし

っかりとやっていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○教育指導部長 いいことの見える化というお話が

ございました。私も学校を回っておりますと、同

じように、こんなことをされてうれしかったとい

うのを掲示してある学校が多くあります。そうい

ったことも好事例を共有してまいりたいと考えて

おります。 

○長谷川たかこ委員 いじめのアンケートの統計を

取る上で、今もぬかが委員からありましたけれど

も、縫いぐるみ、ペットという、そういうことの

記載がないように、きちんと統計の中からは相談

先、縫いぐるみ、ペットというのは外すべきだと

思うんですけれども、どうお考えでしょうか。 

○教育指導部長 自由記載の分でこのような記載が

ございました。 

  先ほど報告事項の中で申し上げましたが、スク

ールカウンセラーへの相談なども増えております

ので、そういったところで相談先を幅広く周知を

してまいりたいと考えております。 

○長谷川たかこ委員 アンケートを取る上で、やっ

ぱり縫いぐるみ、ペットというのは相談先にはな

らないということは、しっかりとアンケートの前

段の部分で明記するなりして、統計を取る上では

それは外すべきだと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○教育指導部長 この取り方については検討してま

いります。 

○長谷川たかこ委員 縫いぐるみ、ペットというの

を相談先の中に入れてしまうと、きちんとした統

計が全く出ないと思うんです。そもそも自由記載

でなっているということですけれども、自由記載
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の中で、だから相談先ペット、縫いぐるみとなっ

ていた場合には、それは相談先にはならない、な

り得ない。だって相談しても返ってこないわけで

すから、それを外してきちんと統計を取るべきだ

と思いますが、また再度いかがでしょうか。 

○教育指導部長 選択肢の中には縫いぐるみなどは

入っていないのですが、自由記載欄がありまして、

それを児童・生徒がそこに書き込んだというもの

でございます。そこについてはしっかりその子を

キャッチして相談につなげてまいりたいと考えて

おります。 

○長谷川たかこ委員 お願いいたします。 

  あと２５ページの未回収となった主な理由、不

登校というところで未回収になってしまった５２

４名となっています。足立区には１，０００人以

上の不登校児童・生徒とか、それから何人もの登

校渋りの子どもたちがいますけれども、ここの子

どもたちに焦点を当ててきちんとしたヒアリング

などをしていくと、この中でのいじめという人数

が浮き彫りになってくると思いますが、どのよう

にお考えでしょうか。 

○教育指導課長 長谷川委員の御指摘のとおりでご

ざいまして、この５２４名がどういう理由で不登

校になっているか、これがいじめをどう気にして

いるのかというのは当然そこを把握したいところ

でございます。 

  不登校ですので、その子たちにどのようなアプ

ローチをしていけば、このいじめアンケートに回

答してもらえるのかというところも、引き続き検

討しながら良策を練っていきたいと思っていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○長谷川たかこ委員 辰沼小学校の元校長の仲野先

生いわく、やっぱりいじめというのは、予防が７

で事後対応が３ぐらいの割合でやっていかなきゃ

いけないということをおっしゃっているんですけ

れども、正に私もそう思うんです。 

  ですから、まずアンケートというところからも、

未回収であった部分とか、それから今、不登校で

あったり、行き渋りのお子さんとか、もっと丁寧

にヒアリングを重ねていけば、いじめの実態がも

っと更に浮き彫りになってくると思うので、そう

いうお子さんたちに焦点を当てた形で丁寧なヒア

リングをこれから行っていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○教育指導課長 現在でも学校はこの５２４名に対

してそれぞれの学校で丁寧なヒアリングを行って

いるところではございますが、まだ長谷川委員の

御指摘のようなこともございますので、ここも引

き続き、教育委員会も一緒になりながら、解決に

向けて取組を行っていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○長谷川たかこ委員 そこの部分で以前の課長とも

話ししたときには、より丁寧にというところはや

はりまだ抜けているところがあったという御回答

をいただいているんです。なので、新しくこちら

来られてまだ間もないと思うんですけれども、そ

ういう部分で足立区の実態をしっかりと把握して

いただきたいと思うので、是非そういうところに

も目を向けて、更にヒアリング、それからそこが

浮き彫りになった場合には予防というところでの

対策です。 

  それから、もう起きてしまっているかもしれな

いというところの事後対策としての支援、その支

援の中には加害者も含まれてくるので、加害者と

その被害者の原状回復というところも必要だと思

います。原状回復についてはどうお考えでいらっ

しゃいますでしょうか。 

○教育指導課長 原状回復につきましては、まずそ

こにそれぞれのお子さんたちの人権が絡んでまい
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りますので、まずは一人一人の人権というものを

しっかりと把握した上で、人権尊重の視点に立っ

て、加害者・被害者ともに前に向かってよりよい

大人になれるようにという視点を持って取り組ん

でいきたいと思っております。 

○長谷川たかこ委員 大体見ていますと、加害者が

謝ったというところで終わってしまって、学校側

もそれで終わってしまっているという部分がある

んです。 

  でも被害者の方々は、やっぱり心に傷を負って、

それがもう２年であったり、３年であったり、ず

っともうトラウマとなって引きずっていて不登校

になってしまっているという状況もあるので、も

っと加害者に対するアプローチというのも考えて

いかなくてはいけないと私は思っているんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○教育指導課長 そこのアプローチは私も３月まで

学校におりましたので、大変難しいところでござ

います。それぞれ保護者の皆さんの考え方によっ

てアプローチも変わってきますので、その辺は校

長をはじめとして、まずは校長がリーダーシップ

を取りながら、一人一人のお子様、一人一人の御

家族に対してより合った方法をしっかりと構築し

ながらやっていくことが一番だと思っていますの

で、その点を引き続きやっていきたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○長谷川たかこ委員 期待しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 継続でお願いします。 

○吉田こうじ委員長 それでは、採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定いたしました。 

  次に、（３）５受理番号１３ 区立小学校の１

日でも早い給食費無償化を求める陳情を単独議題

といたします。前回は、凍結・継続であります。

本件につきましては引き続き凍結・継続といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ声あり] 

○吉田こうじ委員長 御異議なしと認め、引き続き、

凍結・継続と決定いたしました。 

  次に、（４）５受理番号１４ 医療的ケア児及

びその家族に対する支援等の拡充と新たな支援施

策を求める請願を単独議題といたします。前回は

継続審査であります。 

  また、報告事項（１０）区立小学校における医

療的ケア児支援についてが本請願と関連しており

ますので、併せて説明をお願いいたします。 

○こども支援センターげんき所長 よろしくお願い

いたします。 

  恐れ入ります、報告資料の２９ページをお開き

ください。 

  これまでも適宜御報告してまいりましたけれど

も、区立小学校における医療的ケア児支援につい

て御報告させていただきます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  今回、令和６年４月より、区立保育園、医療的

ケア指定校５園と連携しながら、区立小学校６校

６名で本格的な支援を開始いたします。 
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  項番１でございます。医療的ケア児支援体制で

すが、これまでも御報告してまいりましたが、巡

回式というものがございましたけれども、今後、

この（１）のたん吸引ケア支援、常駐式と★★ケ

アの支援、これの委託式で２本に集約して進めて

まいりますという御報告になってございます。 

  （３）でございます。張りついております医療

的ケア児の指定の看護師でございますが、これか

らはそういった小学校の支援を続けながら、この

事業を進めてまいるという御報告になってござい

ます。 

  ２番でございます。ガイドラインの策定でござ

います。本年４月、令和６年４月にガイドライン

を作成いたしまして、既にホームページ等で公表

してございます。 

  最後３番でございます。今後の方針でございま

すが、関係所管との連携を更に強化して、こちら

の事業を進めてまいりたいと考えております。私

は聞いている範囲で、やはりまだまだケア児の支

援については学校側も多少不安があると聞いてい

ますので、私自身も現場に入りながら進めてまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○ぬかが和子委員 報告資料で御報告いただいて、

新年度いよいよ６名の支援が始まったということ

ですけれども、６名の内訳、たん吸引とか★★ケ

アのうち何なのかというのをまずは教えていただ

きたいと。 

  それから、従来の区立保育園で５園指定園があ

ると思うんですけれども、そこには医療的ケア児

は何名いるのか教えてください。 

○こども支援センターげんき所長 まず、小学校の

内訳でございますが、先ほど申し上げましたとお

り、６校６名でございます。その内訳は、たん吸

引が１名、導尿が５名、計６名となっております。

ちなみに、経管栄養と血糖値測定については、今

年度はいらっしゃいません。 

  また、園におきましては、２園２名ということ

でスタートしてございます。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、これでいうと、

この１の（３）のところで、区立の保育園常勤看

護師というのは医療的ケア児のために加配された

看護師のことだと思うんです。関係者間のパイプ

役を担う、緊急対応を行うと。そうすると、５園

５名看護師がいて、そのうち２人は自分の園に医

療的ケア児がいて、そのケアはその看護師がやる

わけだけれども、巡回だったり、そういうことに

もやっていくと、そういう人が２名いて、残りの

３名は、自分の園には医療的ケア児はいないから

支援とか、学校の方に行ったりという関係に今年

はなるということでよろしいでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 ぬかが委員おっ

しゃるとおりでございます。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、多分自分の園に

いわゆる医療的ケア児がいない方は、比較的動き

も自由にとれて、やりづらさはないと思うんです

けれども、去年よりは本当に改善されたと思うん

です。今までは区立の保育園の加配された常勤看

護師が学校の方も全部行くんだと。しかも支援だ

けじゃなくて、ケアもするんだと、支援というか

指導だけじゃなくてということから見ると、随分

改善されたと思うんですが、それでも自分の園の

子もケアしなきゃいけないし、外にも行かなきゃ

いけないという看護師の御要望とか意見とかを丁

寧に聞いて、今後に生かしていっていただきたい

と思っているんですが、どうでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 おっしゃるとお

りだと思います。仕事のボリュームに差は出ます
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けれども、やはりそこにいる看護師というのはス

キルも高い看護師がおりますので、いろいろな情

報交換しながら、又は私が着任してから聞いてい

るのは、かなり看護師同士が密に連絡を取ってや

っていますので、そこは継続してやってまいりた

いと思っています。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○長谷川たかこ委員 以前からの医療的ケア児を持

つ保護者に対しても、ヒアリングを丁寧に行って

いただきたいということで、早急にお願いします

というお話はさせていただいたんですが、あれか

ら実現されたんでしょうか。 

○障がい福祉課長 長谷川委員とお尋ねのあった方

につきましては、昨日聞き取りの方をさせていた

だきました。福祉職のベテラン障がい分野にたけ

た職員の方から聞き取りをさせていただいたとこ

ろでございます。 

○長谷川たかこ委員 昨日いろいろと詳細はお聞き

になられて、御要望なども承ったという解釈でよ

ろしいですか。 

○障がい福祉課長 大きく２点の要望がございまし

た。１点目で言いますと、今後の就労に向けてや

はり不安があるので、就労の面では時間数が少な

いので、その時間数を増やしてほしいというのが

１点です。 

  ２点目が、現在所得区分、一般１という区分が

あるんですが、それと一般の２、これの差が非常

に大きいのでその見直しをしてほしいというのが

２点目でございます。 

○長谷川たかこ委員 それを受けて、レスパイトの

部分ですよね。だからそこの部分の是正というの

は、区として今後建設的に考えるということでよ

ろしいでしょうか。 

○障がい福祉課長 こちらにつきましては、今後そ

の他このサービスの対象者の方は約６０名ほどい

らっしゃいますので、その聞き取りを今年度の実

績が固まるのは今月いっぱいやはりどうしても時

間が掛かってしまいます。その後にその状況を見

て、お問い合せする内容、質問項目等を整理させ

ていただいて、その後に各援護ワーカーを通じて

状況を把握していきたいと思いますので、全体と

してどういうような意見になってくるのかという

のを見極めさせていただきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○長谷川たかこ委員 一応大体お尻としてはどれぐ

らいでこの６０数名の方々のヒアリングはするつ

もりでいらっしゃいますでしょうか。 

○障がい福祉課長 今月いっぱいまで掛かってしま

うというのが実績数値になりますので、できれば、

次回文教委員会の際に、どういった形かは別とし

て、何かしらのその辺の結果がお伝えできるよう

な形で考えているところでございます。 

○長谷川たかこ委員 実績の数値だと、実際に使い

たいけれども、使えない状況になっているんだと

いう話を私も予算特別委員会でいろいろと政策提

案させていただいているので、実績ありきの数値

で出されても、それが議論の材料には、それが全

て１００％という形にはならないので、これにプ

ラス早急に６０数名の方々のヒアリングをしてい

ただいて、皆さんがどう考えているのか、レスパ

イトをまた更に是正して拡充するのであれば、皆

さんのやはり実際の利用されていらっしゃる方々

のお気持ちというのはしっかりと把握していかな

いと、よりよいものを生み出すというのはできな

いはずなので、それを早急に駆け足でヒアリング

していただきたいと思いますが、そのヒアリング

については、お尻はどれぐらいの時期までにやっ

ていただけるんでしょうか。 

○障がい福祉課長 先ほどお話ししたとおり、次回
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の文教委員会で何かしらの形で御報告ができるよ

うな形でお尻としては考えておりますので、そこ

までに６０人に聞き取りをしたその状況について、

お伝えできるように準備を進めていきたいと考え

ているところでございます。 

○長谷川たかこ委員 そうしますと次回というのは

６月だと思うので、それまでにヒアリングをして、

結果を報告まとめていただけるということでよろ

しいですね。 

○障がい福祉課長 次回の第２回定例会開会中の文

教委員会の中で、何かしらの形で報告できるよう

な形で考えているところでございます。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 採択でお願いします。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 受け入れる学校側に不安があると

いうお話、先ほど御説明でありましたので、そち

らについては学校側が不安なく受入れをできるよ

うなフォロー体制を検討いただきたいと思います。

そちらをお願いしまして、今回は継続でお願いし

ます。 

○吉田こうじ委員長 それでは、採決いたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査と決定いたしました。 

  次に、（５）５受理番号１５ 不登校の子ども

たちや発達障がい特性のある子どもたちとその保

護者に対する適切な支援等の創設を求める請願、

また、（６）５受理番号３６ 不登校未然防止事

業を足立区全小・中学校で行うことを求める請願、

以上２件を一括議題といたします。前回は継続審

査であります。 

  また、報告事項（１１）東京都バーチャル・ラ

ーニング・プラットフォーム事業についてが本請

願と関連しておりますので、併せて説明をお願い

いたします。 

○こども支援センターげんき所長 恐れ入ります、

報告資料の３０ページをお開きください。 

  東京都バーチャル・ラーニング・プラットフォ

ーム事業についての御報告でございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  令和６年度から、東京都バーチャル・ラーニン

グ・プラットフォームを活用しますという御報告

になってございます。 

  項番１でございます。事業の内容です。 

  概要ですが、東京都がオンライン上の仮想空間

を提供し、その仮想空間を私ども足立区が使用す

るということになっております。 

  （２）役割分担でございます。今申し上げたと

おり、東京都は、その場をというか、その仮想空

間を提供するということになっておりまして、か

つオンライン支援員を配置して子どもたちの操作

をフォローするというのが役割になってございま

す。 

  イです。足立区です。仮想空間上で担当教育相

談員、チャレンジ学級、あすテップの指導員が指

導しながら子どもたちに使っていただくというの

が役割分担になってございます。 

  費用に関しましては、令和６年度は無料と聞い

てございます。 

  区で行う支援内容に関しましては、まずは１年

目でございますので、いきなりアバターというの

もなかなか難しいのかもしれませんので、そうい
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ったオンラインの授業配信、グループワーク等で

まずは活用してまいりたいと考えてございます。 

  対象者、予定でございますけれども、チャレン

ジ学級、あすステップに通級が不定期、来なくな

ったり、来なくなりがちだなという子たちを対象

と今考えておりまして、おおむね３０人から４０

人を現時点では想定してございます。 

  期待される効果としましては、このアバターを

使ってその次のチャレンジ学級等へのステップに

なればいいなと、私ども★★考えております。 

  ３２ページをお開きください。 

  １枚だけですけれども、プラットフォームのイ

メージが掲載してございます。こんなイメージの

アバターを活用してやっていくということでござ

いまして、その下です。今回このバーチャル・ラ

ーニング・プラットフォームを活用しますのは、

この表の上のほうのチャレンジ学級、あすテップ

ということになってございます。 

  私からは以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はございますか。 

○長谷川たかこ委員 ユニバーサルデザインの教育

についてなんですけれども、情報連絡の２ページ

の方にユニバーサルデザインに関する研修を行っ

たということで、綾瀬小及び谷中中学校の教員、

アドバイザーなどが実践報告として行われたとい

うことでした。この御報告をお願いしたいと思い

ます。 

○こども支援センターげんき所長 この研修のモデ

ル校、５年度までモデル校５校でやっておりまし

た内容を各学校から集まっていただいて研修を行

ったということでございます。ここに記載のとお

りですけれども、発表は綾瀬小学校と谷中中学校

の発表を行っておりまして、綾瀬小は、特別支援

教室と通常学級の連携、テーマはです。谷中中の

方はポジティブな行動支援のことを学校として発

表していただいたということになっております。 

○長谷川たかこ委員 私も綾瀬小と谷中中の方は視

察に伺いまして、ユニバーサルデザインの取組に

ついていろいろとお話を伺ってきたところなんで

すけれども、この施策も施策提案をさせていただ

いて、今年度からモデル校５校だったのが全校に

広がるということで、それを受けて研修とかもし

ていただいていると思うんですが、請願にもある

わけですから情報連絡じゃなくて、これは報告事

項で載せていただいて、この請願のときに報告し

ていただきたかったんですが、なぜ情報に回って

しまったんでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 まずは現所長と

しておわびいたしますということなんですけれど

も、私が着任したときにはもう既にこれで走って

おりまして、このようになっています。ごめんな

さい。その答弁になります。 

○長谷川たかこ委員 是非これはずっと施策展開を

させていただいている中で、請願でも書いてある

ところなので、こういうものは情報連絡ではなく

て、今後報告事項の方に載せていただいて、請願

とかと関連づけて是非報告事項で流していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 以後気を付けた

いと思います。 

○長谷川たかこ委員 ありがとうございます。今年

度からもう全校実施ということで行っております

ので、ユニバーサルデザインの教育、小・中学校

の方でよい取組として今後も更にステップアップ

した取組になってもらいたいと思っております。

お願いいたします。要望です。 

  不登校の問題で、これも政策提案をさせていた

だき、伊興中学校で★★ルームというものを新設

していただきました。それが昨年の末になるんで
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すけれども、現在、伊興中学校の不登校児童が５

０名ぐらいいるということで、お部屋もあるとい

うことでした。 

  前任の校長の方からは、是非登校サポーターを

今午前だけれども、午後まで付けていただき、★

★ルームでの給食が食べられて、午後登校サポー

ターが付いた状態で自主学習をしながら部活につ

ながるというような形で、できるだけその学校に

来られるようなチャンスを与えていただきたいん

だという御要望もいただいて、それも予算特別委

員会でもお話しさせていただいたんですが、今年

度是非それを実現していただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

○教育相談課長 前任の課長から、時間延長の要望

があるということは承っております。引き継いで

おりますので、やっていただける登校サポーター

の都合にもよるかと思いますが、現在の会計年度

任用職員の任用制度の規定がある時間の中で柔軟

に対応していきたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 よろしくお願いいたします。 

  それと、こういう伊興中のように、不登校、そ

れから行き渋りの生徒たちが５０数名いるという

学校はほかにもあると思うんです。お部屋も伊興

中のように、★★ルームのように付けられる学校

も積極的に教育委員会の方もアプローチしていけ

ば、できる学校はあるはずなので、是非こういう

学校も伊興中も含めた形で、来年度もっと輪を広

げて不登校未然防止のお部屋が広がるようにして

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育相談課長 長谷川委員のおっしゃるとおり、

そういったお部屋がいろいろな学校に広がればい

いと私も思っているところですが、まずはその登

校サポーターの見守りのスタッフの人員を確保し

なきゃいけないという課題もございますので、あ

と、各学校でそういったお部屋をつくる余裕があ

るのかというところも併せて検討していきたいと

思います。 

○長谷川たかこ委員 待っているだけだと全然手が

上がらないので、教育委員会の方で積極的に今取

組をしている未然防止のこの取組は本当にすばら

しい取組なので、それを是非校長会とか畳みかけ

て、いろいろな場面で学校側も全校に畳みかけて

こういう取組はすばらしいから是非やりましょう

というような形で声掛けと、それが本当にできる

かどうかという部分の調査も掛けていただきたい

と思うんです。いかがでしょうか。 

○教育相談課長 校長会の場を通じて、いい事例に

ついては横展開していきたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 この事例を知っている保護者

の方々からは、やっぱりメリットとしては学習支

援があるというところが一番大きいです。未然防

止というところの学習支援で予算も付くわけです

から、学習支援ができる学校を増やしていく。そ

うすると、やはり不登校で学力が低下しているお

子さんたちにも救いの手が行くわけですから、そ

ういう形で展開を積極的にどんどんやっていただ

き、令和８年度では、全中学校はこの未然防止が

あるという形に是非つくっていただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○教育指導部長 長谷川委員がおっしゃっているの

はＳＳルームのお話かと思っております。 

  ただ、全校展開というところに向かってもちろ

ん私たちも一生懸命頑張ってまいりますが、部屋

の確保と、何よりも一番ネックなのは人材の確保

でございます。やはりただお勉強を教えるだけで

なくて、進路の相談ですとか、生活に関する御相

談というのも乗りながらとなっておりますので、

そういったところも踏まえながら拡大していきた

いと思っておりますが、８年度すぐに全校化と言

われると、もう少し長い時間掛かってしまうよう
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に、今のところは考えております。 

○長谷川たかこ委員 全てができる方をそろえると

なるとすごく時間が掛かると思うので、適材適所

というところで、一番は学習支援、学力の低下で

悩んでいる保護者とお子さんがとても多いという

のは感じているところなので、そこの部分で有償

ボランティアで大学生にその役を担っていただく

と、また違うのかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○教育指導課長 実際にそういう大学生の方が来て

くださればそれにこしたことはないんですが、私

も３月まで自分が学校にいるときに、かなりの大

学生、有償ボランティア、無償ボランティアでや

っぱりやっていましたが、どうしてもそういう方

たちは御自分のお勉強、自分の学業がやっぱり最

優先ですので、そういったときに、不登校のお子

さんが学校にＳＳルームに来たときに、その学生

がいないということで、心のショックがあったり、

そういうこともありますので、やはりその辺の支

援する大人は慎重にそこはやっていかないと、逆

にそこの部屋に行っても、大切な時間と心という

のは変わってきますので、人材というところは部

長も答弁しましたが、慎重に検討させていきたい

と思っています。 

○長谷川たかこ委員 確かにそういう心に負荷が伴

ってしまうといけないので、そういう考え方もあ

ると思いますが、いろいろな手法があると思うの

で是非研究していただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○ぬかが和子委員 このメンバーでの恐らく委員会、

今期これが最後かなと思うので、改めて質問させ

ていただきたいと思います。 

  不登校児、大体１，１００名といわれている中

で、あすテップとかチャレンジ学級、それから居

場所を兼ねた学習支援の施設を使った不登校児の

居場所、それから今だと家庭教師です。それから

もっと言うと、今回報告あった、これからですけ

れども、こういうものを利用されている方々は、

大体それぞれ何名ぐらいなのかというのをまずお

伺いしたいです。 

○教育相談課長 令和４年度の実績になりますけれ

ども、不登校児童・生徒が令和４年現在で１，１

６２人おりまして、そのうち、あすテップに行か

れている方が大体２０人程度、チャレンジ学級を

利用している方が大体１００人程度、居場所を兼

ねた学習支援を利用している方が大体８０人程度、

家庭学習支援を行っている方が大体３０名弱と認

識しております。 

○ぬかが和子委員 まとまった統計が出るのがどう

しても令和５年度だともうちょっと後になるだろ

うということで、令和４年度の回答をいただいた

わけですけれども、今のお話でいきますと、１，

１６０人余の中で２３０人の方々はそういう場所

に大体通えていると。 

  そうすると、普通に考えると残りの８００人近

い方はどうしているのかと思ってしまうんですが、

その一方で、何の支援も、何にもつながりもない

人は本当に１％ぐらいなんですというのが、この

間の文教委員会の中で議論があったと思うんです

が、その辺は一体どういうことなんでしょうか。 

○教育相談課長 今申し上げた人数というのが、正

式にあすテップやチャレンジに通級している方に

なります。正式以外に、体験でチャレンジ学級に

行っている方もいらっしゃいますし、あとは区の

教育相談課の部分ではなく、学校の養護教諭とか、

スクールカウンセラー、あとは学校のスクールソ

ーシャルワーカーと関わりがあるお子さんもいら

っしゃいます。それプラス学校の担任の先生が家

庭訪問をされたり、電話をかけたりということで
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 １７  

 

つながっている方もいらっしゃいますので、そう

いったものを差し引きますと、小学校で大体１％

ぐらい、中学校で２％ぐらいの方が何のつながり

もない人数だと把握しております。 

○ぬかが和子委員 そこのところなんです。何でこ

れを聞いたかと言うと、例えばこの前の予算特別

委員会の中で、うちの小林ともよ議員の方から質

問させていただいたケースというのは、たまたま

いろいろなずれはあったにしてもずっと不登校で、

小学校のときはコミュニケーション教室に通うこ

とはできたと、在籍校があって。それが中学に行

って、前にコミュニケーション教室に通っていた

からと言ったら、何と、まず登校してみないとコ

ミュニケーション教室に通えるかどうかは判断で

きませんと言われて、そのまま３年間たっちゃっ

たわけです。だけれども、不登校で登校できない

のに、まず来てもらわないと判断できませんとい

うことは非常に問題だということで、実はあのと

き質問させていただいたんです。 

  実は同じ傾向は東京でもあって、本当はそんな

ことはあっちゃいけないけれども、東京ルールな

んてやゆされている傾向もあるそうです。それは

都議会の方を調べてみたんです。 

  要は、こういう人たちは何の支援もない人に入

ってないんです。何かといったら、親と連絡を取

ったから、そのときに。だけど、親御さんにして

みると、この方は３年間放置されていたと思って

いるんです。だって、やっと今度進学のときにど

うしましょうという連絡だけだったから。それま

でコミュニケーション教室は通えませんと言った

まま、特に、例えば普通は不登校の御家庭だと、

大体担任を持つと月に一遍ぐらいは連絡取ったり

されるということだけれども、そういう連絡とか

がなくて、そのまま放置されていたと思っている

わけです。そうすると、そういう人に光を当てて、

それはもうげんきの範疇の話ではなくて、学校現

場の課題でもあると思うんですが、そういう連絡

が頻繁にないような人というのをなくさなきゃい

けないというのが１点だと思うんです。 

  それと、それで連絡は親御さんにあっても、そ

れはせいぜい親御さんなわけです。当然本人に届

く支援に行かない人が、今の話でいけば、やっぱ

り圧倒的多数のわけです。現状で言えば。８００

人近くが本人にその支援は届いてないんです。そ

こをしっかり認識して取り組む必要があると思う

んですが、部長、どうでしょうか。 

○教育指導部長 そのような実態があるということ

です。私たちの方でも長期休業明けの所在確認等

は実施しておりますけれども、更に連絡が取れな

いようなお子さん、それからこの委員会の中でも

不登校になっているような子の当事者にアンケー

トを取るべきではないかというような御要望もご

ざいますので、どういった形でというのはこれか

ら検討してまいりますけれども、把握をしてしっ

かり支援につなげていけるように、そのように考

えております。 

○ぬかが和子委員 本当にうちの方の元区内の学校

の教員だった議員に話を聞いたときに、やっぱり

自分が担任を持っているときに、不登校の子は自

分が担任を持つ前からもう長期不登校だったと。

だからどうやっても本人には連絡が取れなかった

んです。保護者にやっぱり毎月連絡を取って、ど

うですかと様子は聞いていたという話だったんで

す。 

  だけど当時は、今当たり前に行われている家庭

教師という支援はなかった。それから、これから

始めようとして、一部始まっているバーチャルリ

アリティーを使ったような、そういう方策もなか

ったわけです。オンラインによるものもなかった

わけです。そういう点では、本人が家にいても参
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 １８  

 

加できるメニューが今増えていると。だから私は

是非、視点として、それぞれのあすテップ、チャ

レンジ学級やいろいろなところに通えればいいし、

通ってほしいけれども、それは不定期でも通えれ

ばいいけれども、そういうものに接点がない子ど

もというのをなくすという視点で、不登校対策を

取り組んでいっていただきたいと思っているんで

すが、いかがでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 ぬかが委員おっ

しゃるとおりだと思います。バーチャルも最近た

くさん出てきていますけれども、そういったかつ

てなかったものが少しずつ出てくる、それがその

場所に行くということではなくて、違う形で学べ

る形ができているというのはそのとおりだと思い

ますので、今後もアンテナを高く張って、いろい

ろな政策を展開してまいりたいと思います。 

○ぬかが和子委員 そのためにも、やはり学校側と

か、担任だったり、ＳＣの場合もあると思うんで

すが、保護者との信頼関係を各学校でつくってい

くというのが非常に重要だと思うんです。こうい

うメニューがあるけれども、こうやったらどうか

しらとか、そういうことを親御さんにも気軽に話

せて、それだったらうちの子何とかなるかもしれ

ないなんていうような状況をつくっていくことが

非常に重要なんじゃないかと。 

  １，１００名というと多く見えるけれども、一

つの学校にすると１０名とか前後なわけだけです。

そこに光を当てて大事にしていくということは、

各学校でもっとできるんじゃないかと思っている

んですが、その辺どうでしょうか。 

○教育指導課長 ぬかが委員おっしゃるとおりでご

ざいまして、やはりそこは校長のリーダーシップ

の下、学校が主体となって不登校のお子さんたち、

保護者の皆さんに寄り添った指導、また対応は大

変重要だと思っておりますので、校長会などを通

じてその点は私からもしっかりと校長に話をして

いきたいと思っております。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○佐藤あい委員 これまでもこちらの委員会などで、

まず中学校が不登校の児童数が多いというところ

で、不登校の未然防止についても中学校から進め

ていくというお話がありましたけれども、順番に

ということではなくて、やはり並行して小学校に

関しても不登校未然防止というのは取り組んでい

くべきだと考えています。 

  現在、小学校についての不登校未然防止策とし

て検討しているものなどございますでしょうか。 

○教育指導課長 小学校の不登校のそれに対した対

策も当然考えていかなければいけないところでご

ざいますが、まずは、本年度６月中に合わせて新

しく３校、計４校のスペシャルサポートルーム（Ｓ

ＳＲ）をつくりましたので、まずはそこで、これ

は５月ゴールデンウイーク明けから、新しい３校

は稼働しますので、そこをまずはやってみて、そ

の中で出てくる成果、また課題というものを明ら

かにした上で、小学校にどのように汎用できるの

か、やはり中学生と小学生ですといろいろなとこ

ろで違いが出てきますので、その点をしっかりと

見極めながら小学校の不登校支援、不登校未然防

止の視点に立った施策というものも我々検討に着

手していきたいと思っております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。これまで

もやはり中学校で行っているＳＳＲの仕組みをそ

のまま小学校で使うということは、適切ではない

可能性もあるというお話はございました。であれ

ば、より小学校でも以前前任の指導課長からは、

１０人以上不登校傾向にある、あるいは不登校の

子がいらっしゃる小学校があると聞いております

ので、そういったところを確認しまして、新年度

で状況も変わっていると思いますので、そういっ
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た最新の状況確認の上で、モデル校を小学校でも

定めていただき、実際やってみないと分からない

部分もあると思うんです。なので、ＳＳＲのモデ

ル実施などで実際小学校ではどうなのか、やっぱ

り中学校の結果を見ただけでは分からない部分は

あると思うんですが、その点、小学校でもモデル

実施という点ではいかがでしょうか。 

○教育指導部長 本日この場で明言というのはでき

ませんけれども、まず今年度４校でやってみて、

その後の展開についても、また議会に御報告、御

相談をしなければいけないと思っております。そ

こについては引き続き検討いたしまして、きちっ

と議会の方にも御報告をさせていただきたいと思

っております。 

○佐藤あい委員 是非お願いをいたします。 

  あと、第１回定例会の方でも私がチャレンジ学

級について、小学校低学年は利用がなかなか難し

いという中で、チャレンジ学級に代わるものです

とか、小学校低学年の子が利用できる制度を検討

すべきではないかという発言をさせていただいて

おりますが、そちらについて御検討状況はいかが

でしょうか。 

○教育相談課長 小学校の低学年のお子さんについ

ても、今こちらで御報告させていただいているバ

ーチャルのシステムを使うということも可能です

ので、その辺を含めて御案内をしていきたいと思

っております。 

○佐藤あい委員 今年度のバーチャル・ラーニング・

プラットフォームについては、現状チャレンジ学

級を利用していて、そこに参加できていない子が

対象になってくるというお話だったかと思うので、

そうすると、今の現状ですと１年生とかはチャレ

ンジ学級が基本的にまず対応されていないという

状況になると、バーチャル・ラーニング・プラッ

トフォームも使えないことになるのかなと思った

んですが、いかがでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 そのとおりだと

思います。年齢が小さい子というのはやっぱり中

学生のお子さんの不登校とは、対応は全く違うと

いうのは佐藤委員おっしゃるとおりだと思います。

今私どもでやっているのは、登校サポーターをや

っておりますけれども、やはり登校サポーターの

ような一緒に行くというのは小さい子にすごく合

うのかなと私は思っておりまして、それ以外の方

策についても、私と課長も来たばかりですので、

これからも研究してまいりたいと思います。 

○佐藤あい委員 是非低学年に対してというところ

も、行き渋りがすごく増えているというお声が届

いておりますので、是非今後、検討課題としてよ

ろしくお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○くじらい実委員 それぞれ各委員から質問ありま

したので、私、簡単にお聞きしたいんですが、ま

ず、このバーチャル・ラーニング・プラットフォ

ーム事業ですけれども、これは前回の委員会でｒ

ｏｏｍ-Ｋの御報告がありましたが、これ中身的に

は大きな違いというのはあるんでしょうか。 

○教育相談課長 中身としましては、その画面の中

に入っているものについては大きな差はないと考

えております。ただ、対象としているお子さんが

今回のバーチャル・ラーニング・プラットフォー

ムの方はチャレンジに通級が不定期だとか、あと

は、外出はできるけれどもみたいな軽度の方を想

定しております。 

  先ほどくじらい委員がおっしゃったｒｏｏｍ-

Ｋの方につきましては、そういったところともつ

ながりが持てないような方を対象としております。 

○くじらい実委員 私もあまり詳しくないからあれ

なんすけれども、バーチャル・ラーニング・プラ

ットフォームという、バーチャルの仮想空間とい
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うことだと思うんですけれども、これ前回ｒｏｏ

ｍ-Ｋの方は一応予算付けをしたと思うんです。予

算を付けてやったんですが、今回（３）の費用の

方は、令和６年度は無料ということで書いてあり

まして、令和６年度はということは、これ以降と

いうのは費用とか掛かってくるんですか。 

○教育相談課長 こちら東京都の事業ですので、東

京都の予算が来年度通ればということになります

ので、今の段階で無料になりますとは明言できな

いですが、継続していただきたいとこちらも考え

ております。 

○くじらい実委員 その二つを聞きたかったので。

あと、不登校未然防止事業について、いろいろも

う質疑があったので簡単に聞きたいんですけれど

も、今回モデル校の実施で今年度は４校で実施し

ますという話でした。今年度４校ですけれども、

なかなか令和８年度に全区展開は難しいですとい

う答弁もあったと思います。 

  ただ、区として、不登校未然防止事業というの

は前回の委員会でも報告で多分あったと思うんで

す。やりたい学校もあるという話もあったと思い

ます。その中で、来年度以降の区の方針としては、

今後増やす考えというのはあるでしょうか。 

○教育指導課長 くじらい委員おっしゃるとおり、

増やしていきたいと考えております。 

○くじらい実委員 増やしていきたいという方向性

だと思います。ただ、先ほどもありましたけれど

も、やはり人材、人員の確保とか教室の確保、な

かなかここは難しい問題だということですけれど

も、これの解消に向けて今、区として何か考えて

いる方向性というのはあるんですか。 

○教育指導課長 この点につきましては、まずは人

材につきましては、教員をまず志願者の方が増え

てくださるということが一つです。それと管理職

候補、管理職を目指す先生方、今現在４校には、

管理職の先生だった方たちを充てていますので、

やはり誰でもいいというわけでありませんので、

そのような教育に識見のある方をまず思っており

ます。それが難しい場合にはまた違う手もと思っ

ていますが、まずはその辺で管理職の候補者の増

加、また教員の増加であり、教員の人材不足とい

うのはここにも波及してきていると思っておりま

すので、その解消に向けて努力してまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○くじらい実委員 教室の確保、結構ここも大変だ

という話があったんですが、そこについて何か考

えていますか。 

○教育指導課長 教室の確保につきましても、これ

は所管と生徒数の推移などを考慮しながら、使え

る教室があるかどうかというのも一緒に考えなが

ら、選定は行っていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 よろしいですか。 

○たがた直昭委員 私も簡単に確認だけさせていた

だきたいと思います。 

  まず、モデル校としてスタートしました六月中

に関しては、前回、前々回の報告で１１月末時点

で１６名の生徒が利用ということだったんですけ

れども、今回新たな年度になりましたけれども、

最終的には３月末どのぐらいになったんですか。 

○教育指導課長 申し訳ありません、最新の、先ほ

ど実は電話をして確認しましたら、１０名ほどが

本年度に入って六月中に今通っていると報告を受

けました。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  今年度から新たに三つ追加されて、地域の偏在

化はその辺は解消、若干はできたかと思うんです

けれども、例えば私は地元の中学校の方で聞いた

ら、今まで小学校の校長先生が今度中学校の方で
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今回やらせていただきますなんて言っていたんで

すけれども、その辺の小学校と中学校のこのギャ

ップというのはどうなんですか。 

○教育指導課長 私も４月着任しまして、すぐにこ

の運営に関わる先生たちと一緒にミーティングの

場を持ちました。そこで特に小学校の先生、校長

先生だった方は中学生をという御不安もおありで

したが、その辺は我々も指導課も一緒に入ってい

きながら、小学校の先生だった方たちの不安感、

また、学校の中で職員室などで勤務をされていま

すので、そこで中学校の文化なんていうものを一

緒に学んでいきながら、中学生の特性をつかんで

いただければと思っております。 

○教育指導部長 若干の補足でございます。 

  昨年度六月中は小学校の校長ＯＢということで

支援に入っておりました。中にはやはり勉強に、

学習についていけなくて、それで教室から抜け出

してしまうというようなお子さんもいたようです。

そういった方はＡＩドリル等もそうですけれども、

小学校に遡って勉強を教えるというような場面も

多くあったそうでございます。そういった面では、

小学校の知識があるからということでは、大いに

有効であったのではないかと思っております。 

○たがた直昭委員 その辺はうまく特性を生かして

いただいて、是非すばらしい事業にしていただく

ようによろしくお願いしたいと思います。 

  あと、先ほども佐藤委員から若干あったんです

けれども、中学校は今そういう形でやっています

けれども、今後恐らく小学校も手を付けていくか

と思うんですけれども、私も小学校は中学校より

ももうちょっと大変なのかなという感覚のイメー

ジですけれども、やはり小学校もいち早くモデル

をやっていただきたいというのが一つの要望です

けれども、あくまで取りあえず、最後じゃないで

すけれども、教育長、令和８年度以降全区を目指

してということでよろしいですか。 

○教育長 まだ中学校も４校目ということでござい

ますので、令和８年までどこまで広げられるかと

いうところがございますが、まずそこをしっかり

と実施させていただいて、小学校については並行

して検討させていただければと思っております。 

○たがた直昭委員 分かりました。確かに始まった

ばかりですから、それを一挙に１００校近くやれ

というのは難しいかと思うんですけれども、ただ

やっていく以上はしっかり目標を持って立ててい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  あともう１点、バーチャル・ラーニング・プラ

ットフォームの事業についてなんですけれども、

ここ私、２月に代表質問させていただいて、当時

カタリバとかいろいろ原稿を書かせていただいた

中で、私が原稿を書いたときには、当初、東京都

のバーチャル・ラーニングは８区市町村がやって

いたということですけれども、事前説明ではもう

２０の自治体、そして２３区でももう１０区の自

治体がこれに取り組んでいるということですけれ

ども、カタリバの方は、当初はリストアップした

のが１０名ぐらいいて、そこで最終的には４名と

いうことで言っておりました。 

  先ほどの数字では、チャレンジとあすテップで

大体１２０名ということで、今後想定として３０

から４０ということですけれども、この辺はどの

ようにやっていく予定ですか。 

○教育相談課長 チャレンジ、あすテップに通われ

ているお子さんが大体１２０人ほどおりますが、

その中でも通級が途絶えてしまうとか、不定期な

お子さんにスポットを当てて、今回御案内してい

きたいと考えております。 

○こども支援センターげんき所長 正直なところ、

やってみないと分からない部分はあろうかと思い
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ます。まず丁寧にこういったものだと説明して、

興味を持った子たちを拾っていくというか、使っ

てもらうということを考えていますので、一応想

定では三、四十人となってはいますけれども、や

ってみて、また細かく御報告させていただきたい

と思います。 

○たがた直昭委員 分かりました。是非とも東京都

と連携をきちんと取っていただきながら、成功し

ていただきたいと思いますので、要望として言わ

せていただきます。 

○長谷川たかこ委員 いろいろお話を聞いていて思

うんですけれども、不登校未然防止事業は、中学

はきっちりと人材を付けてというのはよく分かる

んですけれども、学習支援というと、やっぱり中

学生の方がすごく大変だと思うんです。逆に小学

生の方がまだお勉強の方も浅いので教えやすいと

思うんです。人材の付け方も中学の方と違って、

元校長でなくても、保護者の方々の力を借りて、

手が空いているそういう熱意のある保護者に声を

掛けていけば、お勉強を教えられる保護者がたく

さんいると思うんですけれども、そういう意味で、

不登校未然の小学校版というのは意外とすぐにで

きるんじゃないかと思いますが、保護者の力を借

りてやるのはいかがでしょうか。 

○教育指導課長 今の長谷川委員御指摘の点も考慮

に入れながら、小学校の不登校未然防止というの

は検討させていただきたいと思っております。 

○長谷川たかこ委員 やり方だと思いますので、中

学校と同じようにとは考えずに、学習支援という

部分では、小学校などは保護者の力を借りながら、

すぐにでもできることだと思いますので、是非建

設的にモデル事業の早期の実施をお願いしたいと

思います。 

○教育指導部長 長谷川委員の御意見もいただきま

した。ただ、この事業の目的自体が常時同じ方が

いるというところが大きなメリットでございます。

これが入れ替わり立ち替わり人が変わるというの

では、今ある事業とどこが違うのかということに

もなりますので、いただいた意見も踏まえながら

ということにはなりますけれども、誰がいつ行っ

てもそこに誰かがいてくれるというところを目指

したいと、現在のところは考えております。 

○長谷川たかこ委員 そこの部分での人材育成とい

うのを必要になるのかなとは感じているところで

すけれども、不登校の親御さんたちが一番困って

いるのが学習支援、学力の低下です。学力の低下

がずっと積み重なっていくと、やっぱり中学校に

入ったときにお勉強自体がもう全然追い付かない

ということで、それがネックで学校に行きたくな

いと思われるお子さんが今現在ももうこの４月に

入学して、最初の３日間は行けたのに、学力の問

題がネックでもう行けなくなっているというお子

さんが続出しているので、是非そこの部分も踏ま

えて考えていただければと思います。 

○教育指導課長 今頂戴した御意見なども考慮に入

れながら、検討させていただきたいと思います。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

 それでは、各会派の意見をお願いします。 

○くじらい実委員 受理番号１５号については継続

です。 

  受理番号３６についてですが、これは今、議論

もありましたけれども、各学校で不登校未然防止

事業を実施するに当たっても、まだ人材の確保と

か人員の確保、また教室の確保の問題もあります

し、今議論ありました小学校と中学校の対応の違

いというのも、まだこれからやらなきゃいけない

部分かと思います。 

  方向性として区はこの事業の増加というのは考
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えているようですので、まずは今年度実施する４

校の不登校未然防止モデル事業を見守ってからの

全区展開というのが本来自然な流れなのかなと思

っております。まずは今年度のモデル事業を見守

ってから、これからまた問題点もあるかもしれま

せんけれども、その後に今後の全区展開を考える

べきだと思いますので、３６に関しては不採択で

お願いします。 

○たがた直昭委員 受理番号１５に関しては継続で

す。 

  ３６に関しては、やはり先ほど教育長も言って

おりましたけれども、まずはこの４校、しっかり

と今年度やっていきたいということでありますの

で、方向性としては、今後全校ということも考え

ているけれども、まずは今年度しっかりやってい

ただきたいということでありますので、我が党と

しても不採択でお願いします。 

○ぬかが和子委員 この間申し上げてきましたよう

に、両方とも採択でお願いしたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 必要な施策なので採択でお願

いします。 

○佐藤あい委員 受理番号１５番は継続でお願いし

ます。 

  受理番号３６番については、この請願項目の一

つ目の不登校未然防止事業に必要な予算措置を早

急に行うように強く求めますというところは、正

にそのとおりと思っております。 

  この２番の六月中の不登校支援、ＳＳＲの事業

をまず小学校も含めての拡大というところに関し

ては、今議論を聞いている中でも、中学校のやり

方をそのまま行うというところは最適かどうかと

いうところは、まだまだ分からないところもある

ので、拡大をしていくには中学校とは同じやり方

でないほうがいい部分もあるかと思います。小学

校も早急に不登校未然防止事業に取り組んでいた

だきたいと強く要望はいたしますが、この六月中

と同じやり方で全区展開、小・中学校も含めてと

いうところに関しては、賛成できないというとこ

ろで不採択とさせていただきます。 

○吉田こうじ委員長 それでは、議論は一緒にやら

せていただきましたけれども、採決の方はそれぞ

れで行ってまいりたいと思います。 

  初めに、（５）５受理番号１５につきまして採

決をいたします。 

  こちらの受理番号１５、本件に関しましては、

継続審査とすることに賛成の方の挙手を願います。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手多数であります。従いま

して、受理番号１５に関しましては、継続審査に

決定をいたしました。 

  続きまして、５受理番号３６に関して採決をい

たします。 

  本件は、採択すべきものとすることに賛成の方

の挙手を願います。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手少数であります。よって、

本件は不採択とすべきものと決定いたしました。 

  次に、（７）５受理番号４４ ペアレント・メ

ンター養成講座の条件緩和と全小・中学校へのア

ウトリーチ新規支援事業を求める請願を単独議題

といたします。前回は継続審査であります。また、

報告事項（９）令和６年度ペアレント・メンター

事業についてが本請願と関連しておりますので、

併せて説明をお願いいたします。 

○こども支援センターげんき所長 恐れ入ります、

報告資料の２７ページを御覧ください。 

  令和６年度ペアレント・メンター事業について

の御報告となってございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  ペアレント・メンター事業につきましては、令
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和６年度から区主導の事業に変更するため、進捗

を御報告させていただきます。 

  項番１でございます。事業の概要です。これま

でも御報告しておりますけれども、改めましてげ

んきの５階にそういった事務スペースを設けまし

て、要綱を設定し、そこに登録していただいた団

体に相談を受けていただくというスキームになっ

てございます。 

  下の方に参りまして、相談日でございます。週

３日、火木金を想定しておりまして、その中で個

別相談、グループ相談をその登録の団体に行って

いただきたいと考えてございます。 

  おめくりください。２８ページになります。 

  前回１２月の文教委員会から少し進捗した部分

をまとめてございます。まずは区主催の養成研修

を開催いたしまして４名が受講終了してございま

す。また、ペアレント・メンターアドバイザー２

名を委嘱させていただきまして、今後もアドバイ

スをいただく予定でございます。 

  また、要綱につきましては、登録要綱、実施要

綱を策定いたしまして、去る４月１１日まで登録

団体の申込みを受け付けさせていただきました。

結果でございますが、１団体のお申込みがござい

まして、先日４月１６日に専門家も交えて審査を

行い、やっていただける事業者であるということ

を確認してございます。 

  また前回、少し午前・午後が時間がまちまちに

なっておりましたのも、午前・午後同じく３時間

単位に変更してございます。 

  続きまして、業務内容と謝礼でございます。業

務内容につきましては記載のとおりでございます。

こちらも１２月の文教委員会以降の動きでござい

ますが、コーディネーター業務の謝礼を１件５，

０００円から１日５，０００円に変更、また、相

談謝礼を交通費相当分等を勘案しまして、１，１

１３円から１，５００円に変更させていただいた

ものでございます。 

  今後の方針でございます。先ほど申し上げまし

たとおり、登録の団体１件登録していただきまし

たので、登録の手続を進めさせていただいて、ま

ずは早くスタートさせていきたいと考えておりま

す。そして、初めての事業で何かと細々あると思

うんですけれども、調整しながらなるべく早く安

定稼働にもっていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは質疑に入ります。 

○長谷川たかこ委員 まず今回、養成講座は何名受

講されて、最終的には何名修了したのか、書いて

ありますけれども、何名まず受講したのか教えて

ください。 

○こども支援センターげんき所長 当初７名という

ことで聞いていたようですけれども、いろいろ家

庭の御事情なんかもあったようで、最終的には４

名受講修了したと聞いております。 

○長谷川たかこ委員 それは家庭の事情と言えば事

情ですけれども、２月に行われて、インフルエン

ザに家族全員が罹患してしまいましたとか、そう

いうところで７名から４名になったということを

当事者の方々からお聞きしております。どこの団

体に声を掛けられたんでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 合計三つの団体

に研修についてはお声掛けさせていただきました。

一つは、これまでやっていただいていたねっとワ

ーキング、あるこいりすという団体、あとは手を

つなぐ親の会の３団体でございます。 

○長谷川たかこ委員 手をつなぐ親の会からは何名

受講されましたでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 １名でございま

す。 

○長谷川たかこ委員 今回この養成講座を行うに当
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たって、何を目的としてこれは行われたんでしょ

うか。 

○こども支援センターげんき所長 これまでは委託

の契約で行っていたものを、これから複数の団体

とこの事業を進めていくということで、メンター

の皆さんは人数を増やしていくということで研修

を行ったと私は認識しております。 

○長谷川たかこ委員 そうしますと区としては、２

０２４年４月以降、稼働部隊として支援に回って

いただく方々を養成したという認識でいらっしゃ

るということでよろしいでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 繰り返しになり

ますが、これから新しいスキームになる中で、そ

ういった方を増やしていく、増えていただいて、

活動を広げていくための一つの方策と考えており

ます。 

○長谷川たかこ委員 まず最初に、今回、所長は課

長も兼務されて新しく来られたということで、今

までの実態を御存じない状態で入られ、この件に

ついてはいろいろと前任の方からの引継ぎもあっ

たかと思いますけれども、お話の中でお聞きして

いる限りだと、しっかりした内容、詳細が伝わっ

てないというのを私は感じたんです。ですから所

長からこの後いただく御回答とかも、文教委員会

の報告にのっとった形での御回答になってしまう

のは致し方ないと私は思っています。それに当た

って例えば部長だったり、教育長もこの件につい

ては本当に自分たちの所管のものでは、教育長も

福祉部から来られたわけですし、岩松部長も今ま

で自分の中の範囲での仕事ではなかったので、そ

この部分で定かではないという回答になってしま

うのは致し方ないと思っています。 

  これについては、ずっと長く私は長谷川副区長

とやり取りさせていただいた中で、どうしてこう

なってしまったのかとすごく残念な結果に今なっ

ております。 

  １２月の文教委員会の報告があった後、養成講

座を行いますというお話があり、養成講座を行う

に当たっては、ねっとワーキングを設立するに当

たって、私が今の代表の方々とかお声掛けをして、

当初２名の方にお声掛けをして一般社団法人をつ

くりました。そのときに井上先生とのお引き合わ

せがあり、その後１年掛けて一般社団法人をつく

り、ペアレント・メンターをつくるまで１年かけ

て井上先生とその支援に回ってくださる代表の

方々を含めて、物すごい細かい作業をしているん

です。ですから養成講座も、私は、うめだ・あけ

ぼの学園の加藤先生にもお話しし、うめだ・あけ

ぼの学園でこの方はというようなお母さんも御紹

介していただいたりということもしておりますし、

そういういろいろな方々と一緒に養成講座をする

に当たっては綿密な打合せをした形で、じゃあ、

キックオフミーティングをしましょう。区として、

何回も畳みかけて井上先生にも何回も足立区役所

に来ていただいて打合せをした上でつくり上げた

ものなんですけれども、今回、新規事業として一

からやり直そうという形でやっていくに当たって、

養成講座についても、支援に回る方々に対しての

アプローチというのが物すごく浅くて、全くされ

ない状態で養成講座はいついつですから、この日

程に合わせてください、すごく乱暴なやり方だっ

たんです。ですから前回いらっしゃった大山教育

長にもやり方があまりにも早急過ぎるし、乱暴な

のでもっと丁寧にやってください。でも、もうち

ょっとその先生方のスケジュールもあるので、こ

れでやれ、やらせてくださいという話になり、そ

れでこういう形でスタートを切ったんですけれど

も、結局結果、７名中、この２月のインフルエン

ザとかコロナとかが蔓延している中で、小さいお

子さんとかお持ちのお母様たちもいる中で……。 
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○吉田こうじ委員長 長谷川委員、申し訳ございま

せん。思いとあれは分かるんですけれども、ちょ

っとお待ちください、委員長からお話をさせてく

ださい。 

  質問をまとめてお願いし、質疑の方のお時間に

なっておりますので、是非質疑の方をお願いいた

します。 

○長谷川たかこ委員 そうですね、分かりました。 

  最終結果７名中４名しか、蓋を開けたら４名し

か修了できませんでした。だけれども、この４名

も今度から実働できないわけです。それについて

どうお考えでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 今、長谷川委員

御発言の実働できないというのは、今の新しいス

キームの中で今回は登録されていないので、結果

活動できないということと思いますけれども、今

回、長谷川委員の御意見はあると思うんですけれ

ども、４月１１日を期限に団体登録をしてくださ

いという手続を進めさせていただいて、なるべく

早くこの事業をスタートさせるというのが今区の

スタンスだと思います。 

  その中で今回のスキームの一番いいところは、

１団体だけではなく、いろいろな団体の方といろ

いろな形でこの事業を広げていくという区のスタ

ンスがこれから広がっていくというところだと思

いますので、今後、一つ二つ団体がまた申し込ん

でいただけるように私どもとしてはいろいろな方

とお話をさせていただきたいとは思っています。 

○長谷川たかこ委員 養成講座を受けた方々からヒ

アリングをさせていただきました。区役所と今回

研修に関わった皆様とのスタート地点のずれが生

じています。早急に話合いを行ってくださいと。 

  ３月末にいきなりたくさんの資料を提出するよ

う区役所から連絡が来ました。皆さん大変驚いて

います。前任の課長とは団体ありきではない話で

もあったのに、話合いがないまま、突然の団体資

料提出となり、皆様困惑しています。 

  以前、前任の課長を含めた打合せでは、個人で

の登録がどうなるかという話から、コーディネー

ターの部分は区が行えるよう考えますというお話

から何の連絡もなく、突然３月末に団体登録をし

てくださいと言われ、４月１１日までに大量の書

類を出せと言われ、とてもできません。調整いた

だいた内容がいつの間にかすり替わってしまった

ことは、１００歩譲ったとしても何の説明もなく、

団体団体と言われ、書類を出せ出せと言われても、

しっかりした基盤があって、もともと運用されて

いるのであればすぐに準備はできるけれども、私

どもの団体は基盤もなく、メンター事業のために

基盤をつくることから始めなくてはなりません。

何でこうなっているんでしょうか。 

  それから、団体登録自体が問題ではなく、それ

に掛かるコストや手間が激しいと、最初の話合い

でされていたはずです。団体登録ならば、ねっと

ワーキングのときと何が違うんでしょうか。団体

をくら替えしただけで問題解決にはなっていませ

ん。 

  コーディネーターにもこちらがやるというのは

負担が強く、考慮するという話が前任の課長より

話がありました。最初の説明会で意見交換された

ことが無意味になっていますというお話でした。 

  これを踏まえて、区として例えば、あるこいり

す、３名以上というところで、それはこれに適用

するんですけれども、手をつなぐ親の会にも声を

掛けて１名でした。だけれども、団体登録のとき

には３名以上ないといけませんということをおっ

しゃっていますが、何のために養成講座を手をつ

なぐ親の会に受けさせたんでしょうか。１名であ

れば養成講座が終わった後、実動部隊として働け

ない、支援に回れないということは明らかに区と
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して分かっていたはずなのに、３日間という物す

ごい時間ですけれども、労力も掛かっている、そ

ういうことをなぜ実動部隊として支援に回れない

方を養成講座で養成をされていらっしゃるんでし

ょうか。そこをきちんと明確にしていただけます

でしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 先ほど御答弁さ

せていただいたとおり、今回研修というのは個で

すので、団体から推薦を受けていますけれども、

個で受けていただくので、１名受けていただいて

１名が修了したと。 

  その方が団体に帰って、その団体にもうメンタ

ーの資格を持っていらっしゃる方がいるかもしれ

ませんし、その方がほかの方々とつながって違う

活動を広げることもできると思いますので、今回

は１名での受講をお受けしたということになりま

す。 

○長谷川たかこ委員 足立区のペアレント・メンタ

ー養成講座というのは足立区の中でしか活動がで

きなくて、足立区と契約をしたときにペアレント・

メンターということを銘打つことができるとして

いますよね。だから、何のために、だから手をつ

なぐ親の会はもともと足立区のメンター登録はな

いというのは分かっているはずですけれども、ど

うしてわざわざそういう形で養成講座を受けてい

ただいたんでしょうか。再度回答をお願いします。 

○こども支援センターげんき所長 先ほどの答弁の

繰り返しになるのであれですけれども、手をつな

ぐ親の会ほか２団体あるわけですけれども、今回

お声掛けして、そういった活動に結びつくであろ

う、私たちが認識している、そういう活動をして

いただける団体であろうということでお声掛けを

したとは私は聞いております。 

○長谷川たかこ委員 最終的には、団体登録になっ

たときに手をつなぐ親の会の方があるこいりすだ

ったり、ねっとワーキングの団体でないわけです

から入れないわけです。１名しかいないわけです。

だからその養成講座を受けること自体が無意味に

なってしまう。どうしてそういうことが生じてし

まったのか、副区長、お答えいただけますでしょ

うか。 

○副区長 詳細にわたる話ですけれども、前任の課

長から聞くところによると、確かに今回手をつな

ぐ親の会の推薦で１名の方が受けました。親の会

１名では登録できないということですけれども、

実際先行する、今回、登録申請を出していただい

て、登録していただきますけれども、ねっとワー

キングのグループの中に、手をつなぐ親の会の方

もいらっしゃるということで、研修を受けて１人

でも、ねっとワークの団体の中に入って一緒に登

録していただければ活動はできるということで、

１名でも受けていただいたと。 

  ただ、今回のこの方の場合については、研修を

受けた以降、家族の事情、家庭の事情で登録はで

きないという形になりましたけれども、受ける段

階では推薦があって、どちらかの団体に登録して

いただければ登録可能だということで受けていた

だいたということでございます。 

○長谷川たかこ委員 団体登録という話になります

と、私はねっとワーキングの代表からのヒアリン

グで、もしかしたら解散するかもしれないという

話を昨年から聞いているんです。団体ありきでや

ってしまうと、団体が解散したときにどうするん

ですかという話もありますし、これからあるこい

りすの話では、団体ありきでやっていただくと、

そういう自分たちは団体としてやっていく、やは

り自信というところがどうしても不安があるんだ

というようなお話です。 

  それと、その団体で例えば毎年の収支報告とか

を税務署に報告しなくちゃいけない、そういう部
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分でお金がとても掛かってしまうというようなお

話も聞いているんですけれども、その部分はどう

お考えでしょうか。 

○副市長 ねっとワーキングは青井の事務所は引き

払いましたけれども、今、五反野の方で新たに事

務所を設置して活動を継続していくということで、

今、長谷川委員がおっしゃったように、一時期解

消かというお話があったとはお伺いしましたけれ

ども、団体としては事務所を持って、継続して活

動していくということは明確にお話をいただいて

おりますので、今回登録したということでござい

ます。 

  それから、個人登録、団体登録については、昨

年８月のこの文教委員会の報告には、確かに東京

都と同じように個人登録の方向でということで、

そのときは今後の方針案ということでお出しさせ

ていただきましたけれども、その後様々、今、登

録団体の方もいらっしゃるという中では、実際に

これから事業を実施していく前提の１２月の報告

では、やはり団体登録を原則とさせていただくと

いうことで、その場合は一つの団体ではなくて、

複数団体で登録をして活動を広げていこうという

方針に、１２月の段階で８月の方針を少し変えた

という形でございます。 

○長谷川たかこ委員 その１２月の報告の後に個別

に私たちは会っているんです。私とこれから支援

に回ろうという団体たち。その中で前任の所長と

課長は、団体ありきではなく個人登録についても

考えるし、コーディネーターはできないのであれ

ば、区の方でやりますからという話もあったんで

す。それはだから委員会で話している内容じゃな

いから、議事録に載っていませんけれども、こど

も支援センターげんきの初顔合わせのときにそう

いう話があったんです。だからそれを踏まえて皆

さんこういうふうにお話しされているんですけれ

ども、それはいかがでしょうか。 

○副区長 その点についても、前任から確認しまし

たけれども、当時長谷川委員から、団体登録でな

くて個人登録をという御意見があったので、その

場で即できませんというお断りをすることではな

くて、取りあえず持ち帰りますということで、あ

る面期待を持たせたような言い方になって大変申

し訳ないんですけれども、彼らも当時も、団体登

録ではなくて、個人登録も行いますということは

結論を出しておりませんし、委員から強く言われ

たので、それは取りあえず持ち帰らせていただき

ますということで検討課題とさせていただいたこ

とであって、今現在も個人登録を行うという判断

はしておりませんし、団体登録でいきたいと考え

ています。 

○長谷川たかこ委員 そこで皆さんに持ち帰らせて

いただきますということで期待を持たせたわけで

す。今の既定路線でいくんだったら、また再度、

きちんと皆さんに養成講座に出ている人たちに、

こういう形でとお話しすればいいのに、ないまま

終わった後、もう３月末、あと１１日しかありま

せんという期日の中で、団体登録で膨大な書類を

出せ出せと言われてしまったというお話を聞いて

いるんです。 

  皆さん、発達障がいの特性のあるお子さんを持

つ親御さんだから、皆さんも特性を持っているん

です。だから、皆さんができるだろうと言われて

いても、できないものはできないとお母様たちは

おっしゃっているんです。コーディネーターだっ

て私たちできませんと。だからそれを前任の早崎

課長にきちんとお伝えして、早崎課長はそれを踏

まえて、「分かりました。コーディネーターは区

の方でやりますから」という話が初顔合わせのと

きにあったんです。そこは持ち帰らせていただき

ますじゃなくて、区の方で考えますからと、そう
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いう言い方だったんです。だから皆さんここで困

惑したり、憤って怒っていらっしゃるんです。そ

れを踏まえて、副区長、いかがでしょう。 

○副区長 私たちは、やっぱりそもそもこういう研

修を区で行ったということは、先ほど所長からも

ありましたけれども、やはりペアレント・メンタ

ー制度というのは非常に大事であって、もっと広

げていかなければならない、そういう思いで、今

まである面委託に全てお願いしてしまったという

ような形を先ほど所長が言ったように、区が主導

で事業を再構築しようということで、委託してい

るものを区の方で少し引き取ったり、特に専門機

関であるげんきとの連携を強化していくというの

が今回のいわゆるこの改革の一番大きな柱ですけ

れども、そういう形で、先ほど長谷川委員が非常

に残念な結果だというお話がありましたけれども、

私たちは様々意見をいただいて、アドバイザーか

らも意見をいただいて、一歩でも前進させようと

いうことで取り組んでまいりました。 

  今言った前任の課長、所長が非常に期待を持た

せた形で説明をできなかったということについて

は大変申し訳なく思っておりますし、ここでおわ

びをさせていただきます。 

  それから、団体登録の申込期日について、あま

りにも時間がないというのは私どもも聞いて、こ

れは時間がなさ過ぎるということで、あるこいり

すの皆さんとまた所長の方で２４日ですか、お話

をさせていただきますけれども、取りあえず、第

１次の募集締切りはもう１１日ということで既に

１団体登録させていただいていますけれども、せ

っかく研修を受けていただいた方ですので、何ら

かの形で登録できないかということについては、

２４日にお会いしたときに、また登録の仕方等に

ついてはお話をさせていただきたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 今回このメンターの養成講座

の講師に３５万円のお金が掛かっているというこ

とをお聞きしております。 

  区が本当に公に養成講座をされて、４名の方々

が修了されているわけですから、是非今、副区長

があったような丁寧なやり取りをこの後の皆さん

との打合せの中でしていただきまして、是非意識

としては、皆さんも支援に回る方々もその発達障

がい特性の何かしらその強弱を、それぞれ全員私

たちも含めてみんな持っているんですけれども、

お持ちの方々で、得手・不得手というところでは、

事務作業がとても不得手な方々、書類作成つくる

のも物すごく苦になってしまうということをおっ

しゃっていらっしゃるので、そこを踏まえた上で、

きちんと話合いとそれから皆さんが実動部隊とし

て支援に回れるようにきちんとしたアプローチ、

それから手助けといいますか、そういう形でやっ

ていただき、５月、６月以降になるのか、何月に

なるのかというところがありますけれども、早急

に支援に入れるようにしていただきたいと思いま

す。所長、いかがでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 副区長が申し上

げましたとおり、来週お時間をいただいておりま

すので、これまでのことも含めてお話合いをきっ

ちりきちんと聞きたいと思います。その中でお互

いどういう形が一番その方向性としていいのかと

いうのは話合いの中で出てくるのかなと。１回で

済まなければ、２回、３回とお話合いするつもり

でおります。 

  あとは、一方で申し込んでいただいた団体もご

ざいます。その団体とはやっぱりこのスキームの

中でなるべく早く事業を進めるということも大事

なことですので、それはそれとして、そちらの団

体とも話合いしますし、事業は進めさせていただ

きたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 私は本当に新規のペアレン
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ト・メンターに物すごく期待をしていて、本当に

足立区が全国で一番と言えるような模倣となるも

のになってもらいたいという思いで、いろいろ政

策提言させていただいているので、これからも皆

様と協力し合いますし、私がいろいろな保護者の

方々の困り感とかお聞きしながら、こういう形で

支援の拡充をお願いしたいというお話はたくさん

いただいているので、この後もいろいろ新規の提

案をさせていただきます。どうぞ本当に期待して

おりますので、よりよいものになるようによろし

くお願いいたします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

○くじらい実委員 私からも簡潔ですけれども、こ

れ、９月に請願が出て、いろいろと議論もあった

中での今回足立区主導のペアレント・メンター事

業ということだと思うんですけれども、今、長谷

川委員からいろいろありましたが、請願の方の趣

旨に沿ってお聞きしたいんですけれども、まず、

請願項目の１番目で、条件の撤廃です。そちらに

ついて今後、これから行う足立区主導のペアレン

ト・メンター事業というのは、ここの件について

は、区としてはどう考えていらっしゃいますでし

ょうか。 

○こども支援センターげんき所長 まずは東京都の

ペアレント・メンターの考え方、募集に関しては、

医師から発達障がいの診断を受けた子どもの子育

て経験を有する者と明記されております。その中

で足立区は、診断名は問わないとしておりまして、

なんですけれども、子どもが発達障がいであるこ

との客観的な判断材料として、やはり病院への受

診というのは必要だというのが足立区の今のスタ

ンスです。そういった中でペアレント・メンター

の今回の研修も病院につながっているということ

は必須とさせていただいておりましたので、今後

もこの原則は変えるつもりは今のところございま

せん。 

○くじらい実委員 そうしますと、一応の考え方と

した病院への受診というのは、こちら★★、病院

につながっている条件というのは続けてやるとい

うことだと思います。 

  もう一つのアウトリーチの件です。事業展開、

アウトリーチ事業を展開していくということです

けれども、こちらについて今後、区としてそのペ

アレント・メンター事業のアウトリーチ展開とは

どう考えていらっしゃいますでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 アウトリーチに

関しましては、先ほどから申し上げているアドバ

イザー、学識にも相談しながら今検討していると

ころでございます。アウトリーチは結構いろいろ

な意味があると思うんですけれども、今私どもで

想定しているのは、関係機関と幅広くこのメンタ

ー事業を共有して、その情報を発信していく、啓

発・情報発信的なアプローチというものを私ども

で今、想定しております。 

  ここの請願は、深い意味までは私は読み取れま

せんけれども、「学校と密に連携した相談機能を

完備させ」というところまでのアウトリーチとい

うのはなかなか難しいのかなと思いますし、先日

アドバイザーからも、その現場、学校等に出てい

くアウトリーチは慎重に判断すべきだと言われて

おりますので、助言も含めて検討しているところ

でございます。 

○長谷川たかこ委員 今のお話を聞いていて、いろ

いろと若干やっぱり所長は新しいので御存じない

のかもしれないんですけれども、今回養成講座に

入った方は病院につながってないです。そこを御

存じでいらっしゃいますか。病院につながってな

くて、今回、所長、課長、森田課長も含めて、長

年ずっとこども支援センターげんき、チャレンジ

にもお子さんが入っていらっしゃっていて、ＷＩ
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ＳＣ（ウィスク）検査もしている、その部分でオ

ーケーですとなっているんです。だから今回変わ

ったんです。そこをしっかり認識を踏まえていた

だきたいんですが。 

○こども支援センターげんき所長 今回受講してい

ただく方にそういった方がいると私も引き継いで

おりますし、存じ上げております。 

  今回私が引き継いでおりますのは、今、長谷川

委員がおっしゃったような、そういった総体的な

状況、これまでの状況を踏まえて、あくまでも原

則は病院とつながっていることでございますけれ

ども、それを事務局として今回いわば特例として

判断させていただいたと聞いていますので、あく

までも今後も病院とつながっているということは

必要なのかなというのが私の認識です。 

○長谷川たかこ委員 だからその認識で病院につな

がっているという原則でいってしまうと、外れて

しまうので、特例とおっしゃいましたけれども、

そこの部分でそれはもちろん区として長年お子さ

んを見てきていて、病院にはつながっていないけ

れども、特性があって、特性があるということは、

区として踏まえ、分かっているので、病院につな

がっていなくても大丈夫ですというような話にな

っているので、そこで所長が代わって、所長が、

いや、原則こうですとかと言われてしまうと、そ

うじゃない方々がこの支援に回れなくなってしま

うので、そこはしっかりと認識をしていただきた

いと思いますが、副区長、いかがでしょうか。 

○副区長 そもそも私どもも改めてペアレント・メ

ンター事業とは何なのかというところで、やはり

発達障がい児を持つ親御さんが、それぞれが支援

し合いましょうという形でやっていますので、発

達障がいの診断がない方、東京都は発達障がいの

診断も前提ですから、そういうペアレント・メン

ター事業ですので、ただ、今の状況を見ると、発

達障がいという診断がなくても医療機関に関わっ

ていて、いわゆるグレーゾーンというお子さんた

ちも同様にそこまで広げてもいいだろうというの

は私たちが今御相談させていただいている専門の

アドバイザーの意見でございますので、ですから、

原則はグレーゾーンの方でもいいですけれども、

この事業自体は発達障がい児を持つ親御さんの支

援事業ということですので、やはり医療機関につ

ながることは原則としたいということです。 

  ただ今回、研修を受けた方が医療機関にかかっ

てないということですけれども、実際に関連の書

類を見ましたけれども、やはりそういう児童発達

支援施設等で検査を受けているとか、同様の困り

感とか、同様の状況が認められるという個別の判

断を行って、今回は研修を受けていただいたとい

うことですので、先ほど所長が言ったように、原

則はやはり医療機関にかかっていて、診断名はな

くても、医療機関にかかることを原則の条件とし

たいということでございます。 

○長谷川たかこ委員 ですから、要綱の中に、原則

はこうだけれども、こういうことも認めますとい

うことはきちんと銘打っていただきたいと思いま

すが、何分グレーゾーンの親御さんが困り感を持

っている、そういう状態が明らかになっているん

です。全国的にも。病院と銘打ってしまうと、診

断名を持っている人しか入らなくなっちゃうんで

す。だからそうじゃなくて、グレーゾーンの方々

はやっぱり診断名を付けたくないという親御さん

たちもいるんです。だから小児科医の先生方がお

っしゃるのは、発達障がいというのは、やっぱり

本人が受容してないものを診断名は付けませんと。

明らかに障がい特性が強く出ていたとしても、本

人が受容しなかった、受皿がないから診断名を付

けないんですというのを有名な市川先生がおっし

ゃっているんです。ですから、そういうことも踏
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まえて足立区としてそういう親御さんの困り感を

解消させる支援の一つとして事業を展開させるわ

けですから、要綱の中には病院名というだけをう

たうだけではなくて、先ほどお話ししたように、

いろいろな機関で同じような症例が認められる、

そういう親御さんでも養成講座を受けられます、

支援に回れますということを是非銘打っていただ

きたいと思います。区としていかがでしょうか。 

○副区長 先ほどの前任の課長、所長のように，あ

まり期待を持たせる言い方を私はしないほうがい

いと思いますので、はっきり言わせていただきま

すと、ペアレント・メンターの養成研修の条件と

すると、やはり外部の専門のアドバイザーから言

われているように、医療機関につながっているこ

とを原則としたいと思っております。 

  ただ、やはり発達障がいという診断名がなくて

も、グレーゾーンの方でも対象にしたいと、それ

を原則としたいと思います。 

  それ以外の方でもいいでしょうという書き方は

いたしません。それは個別に状況を見て判断させ

ていただきますので、そのことを書いてしまうと、

実際に専門家からも、発達障がいでない親御さん、

例えば不登校のお子さんを持っている親御さんが

入ってきたときに、その方がメンターになったと

きに、発達障がい児を持っている親御さんの相談

を受けられない、受けることに対しては大変リス

クがあると、そこまで専門家に言われております

ので、やはり私たちは医療機関にかかっているこ

とを原則としたいということで、それ以外のとこ

ろについては個別に判断をさせていただきたいと

思います。 

○長谷川たかこ委員 正にそれでいいと思います。

だから個別判断も含まれるということは、その要

綱には書けないけれども、手持ち資料のほうには

入るということでよろしいですよね。 

○副区長 今、文教委員会で私こういう公の場で発

言させていただいておりますので、原則は医療機

関にかかっていることを条件とするということで

ございます。 

  原則ですので、あと個別の判断については、そ

れぞれ適切に行いたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 現実問題、今回病院につなが

ってないお母様もいらっしゃるという状況もある

わけですから、そこをきちんと踏まえた上で今後

も引き続き同じような形でやっていただきたいと

思います。 

  アウトリーチの展開については、これはやって

いきますと早崎課長はおっしゃっていたんです。

議事録を見ていただければ。それで新しく新規で

やっていきましょうというような話になっている

んですけれども、所長が御存じないのであれば、

きちんと議事録を見ていただきたいと思います。 

○こども支援センターげんき所長 議事録は当然読

んでございますし、検討しますという答弁をして

いるのも私も存じ上げております。なのですけれ

ども、これまで私まだ来て２０日ぐらいしかたっ

てないですけれども、アドバイザーの先生方のお

話の中では、先ほど申し上げたとおり、やはり慎

重になるべきだという意見はありました。 

  その中で、私が今イメージしているのは、情報

発信、啓発活動、そういったものをどうやってい

けるのかというのを考えておりますので、先ほど

の繰り返しになりますけれども、ここの請願の願

意にありますような、学校と密に連携した相談機

能を完備させるというところまでは、私としては

今イメージはしてございません。 

○長谷川たかこ委員 これは何を慎重にしろと先生

がおっしゃったんでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 そのペアレン

ト・メンターというのは何ぞやということを、現
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場に入って、何かアプローチをするというときに、

その現場の受け止め方、混乱もあるであろうとい

うのがアドバイザーの意見でした。 

  その混乱がどういったものがあるのかというの

は、これからまた深めてまいりますけれども、ア

ドバイザーが言っているのは、やはり現場に出て

いくことでの受け取る方、向こう側の混乱、気持

ちの動揺というのもあるだろうというのは、そう

いう意味なのかなと私は思っていますので、もち

ろん繰り返しですけれども、現場に出ていくこと

を否定しているわけではございませんが、そうい

ったやり方については今後検討していきますし、

現在も検討中ということでございます。 

○教育長 補足させていただくと、この相談機能と

いうイメージが非常に、私も読んだときに、いわ

ゆるペアレント・メンターに合った言葉ではない

ように思っています。やはりペアレント・メンタ

ーの方々はいろいろ発達の特性のあるお子さんの

親御さんであって、親御さん同士でお互いの経験

で共感されたりとか、寄り添うことを中心に考え

ていかないといけないと思っています。やはり行

政として、やはりそのペアレント・メンターにも、

何らかのやはり親御さん、家族支援として支援す

べき対象だと思っているので、その方に独立して

相談機関のような形で学校で相談の機能を請け負

ってくださいというのは、あまりにも私は負担が

重いだろうと思います。なので、そういう家族の

集まり、ペアレント・メンターという団体に、こ

ういう活動をしているということを先ほどげんき

所長が言ったように周知とか情報発信させていた

だいて、そういった場がある、そういう同じ経験

をしている方がいるということをお知らせするの

がまずは必要であって、学校にアウトリーチして

相談支援員のように座って相談を受けるという体

制づくりはふさわしくないんじゃないかなと思い

ますので、先ほど所長が言ったように、これを完

備させるというところまでのアウトリーチは、今

現在考えても難しいというのが、私もそう思って

おりますので、これまでの答弁と若干違っている

という御認識だと長谷川委員は思いますが、やは

り変更せざるを得ない点だと思っておりますので、

そこは御了解いただきたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 これを書くに当たっては、や

っぱり私もリサーチをしていて、新宿でメンター

活動をしている方からのお話とかも聞いているん

です。お子さんがやっぱり特性が強くて、パソコ

ンがないと授業が受けられない、板書もできない

というお子さんだったんですけれども、きちんと

某大学、一流大学に入られたというような経緯を

お持ちのお母様で、そのお母様がやっぱり困り感

を持っていて先生にお話ししても全く通じない、

分かってくれない。だから自分がＰＴＡ会長にな

った。そうしたらＰＴＡ会長になってお話をした

らみんながもう寄ってくる。どんどんＰＴＡをや

りたいんですと役員になる人がすごく増えていっ

たというお話を聞くんです。 

  だから、待っているだけじゃ駄目なんですと言

われたんです。待っているだけじゃ駄目、現場に

行ってください。現場に行って、自分の経験を話

してください。こういうことを、ペアレント・メ

ンターという、そういうものがあるんだというこ

とをお話しすれば、それを聞いて、心が楽になる

人がいるんですと。待っているだけじゃ駄目なん

です。だから、今回こういうふうに新規にしてい

ただいたのは、青井の事務所でずっとやっていて

も、相談件数が少ない、全然需要がない。それな

のに、多額のお金が投入されて、それはおかしい

でしょということで新規になったわけじゃないで

すか。 

  西新井のあそこにずっと待っているだけだった
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ら、青井の事務所と同じことなんです。だから、

もっと現場に出て、より多くの困り感を持ってい

る人たちの声を拾って、少しでも親御さんの不安

感を減らすような、そういう支援を行っていただ

きたいということでこの請願が出ているんです。

そういう意図を是非酌み取っていただきたいと思

います。 

○教育長 今、長谷川委員がおっしゃっていること

を、例えばげんきの中の研修室はいっぱいありま

すので、そういうところでセミナーとか、そうい

うシンポジウムとかをきちっと開かせていただい

て、そういう御案内を学校にお持ちしたり、貼っ

たりという形で啓発ができるんではないかと思っ

ています。ですので、必ずしも学校にこのアウト

リーチの相談機能でない形でも、十分に御家族の

方、先ほどの多分ＬＤ（学習障がい）の方とか、

そういう御家族の方のお話なのかと思うんですけ

れども、そういったやっぱり専門の方も呼んだシ

ンポジウムとか、そういう研修会みたいな形のほ

うが、私は十分、啓発事業としてはふさわしいの

ではないかと思っておりますので、ここの願意は

分かりますので、趣旨は分かりますので、それを

別な形で実現できればと考えています。 

○長谷川たかこ委員 それはすごくやっていただき

たいです。 

○吉田こうじ委員長 簡潔に願います。 

○長谷川たかこ委員 やっていただきたいけれども、

同時並行として今までのやり方だったら、それは

十分ではないということを保護者の皆さんから言

われているんです。だからこういう願意が出てい

るんです。 

  今までの役所がやっているやり方にプラスアル

ファ現場に飛び込んで、こういうのがありますと

言ったら、気付きのない人たちが気付くことがで

きるんです。どうしてだろうと、ずっともやもや、

自分の子どもは発達障がいなんて思う人、親はそ

んなにたくさんいないです。受容したくないんで

す、親は。気付きたくないです。だけど、すごく

いつもストレスがたまって、何でこんな行動をす

るんだろうとみんな不安になっているんです。そ

れを解消させるために、現場に行ってこういう事

業があるんですということをお知らせして、少し

でも多くのお母さんたち、お父さんたちを救って

もらいたい、そういう思いで願意が出ていますの

で、是非それを酌み取っていただきたいと思いま

す。 

○こども支援センターげんき所長 先日やったガバ

ナンスの調査でも、事業をきちんとやっていると

いう評価の中で、やはり情報発信が弱いというそ

の指摘はありました。これは御報告しているとお

りだと思います。なので、その情報発信、こちら

から情報が伝わってなかった部分は、それはきち

んと直していかなきゃならないと思いますし、そ

ういう意味では、私も経過を聞くと、区が委託し

たから情報発信に手を出しちゃいけないというこ

とではないので、そこが区としてできてなかった

部分だとは私も思います。なので、そういった情

報発信を含めて、私どもはもちろんやっていきま

すけれども、教育長の答弁の繰り返しですけれど

も、それが現場に出て、何か来てくださいという

ことでなくても、十分に情報発信というのは伝わ

ると思いますので、私の前任の経験からしてもそ

ういったことは感じていますので、情報発信はこ

れからはきちんとやってまいります。 

○長谷川たかこ委員 一つ提案させていただきます。

シティプロモーションがあるので、是非足立区広

報とかで大々的に新規のこのペアレント・メンタ

ーの事業を銘打って出していただきたい。それで、

どういう皆さんアクションを起こすのか、是非見

せていただきたいと思います。いかがでしょうか。 
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○こども支援センターげんき所長 前職の話です。

広報紙というのはかなりスケジュールが決まって、

いつできるかというのは即答できませんけれども、

実は私が報道広報課長をやった１年目か２年目の

ときに、発達障がいの特集をやったことがありま

す。当時関わっていただいた★★先生に出ていた

だいた、ねっとワーキングでもこういう活動して

いますという記事を掲載いたしましたけれども、

私もトツカ先生を前から知っておりまして、発達

障がいはそういった情報発信すべきだというのは

ずっと昔から思っています。なので、広報紙はす

ぐにはお約束できませんけれども、情報発信はこ

れから努めてまいりたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 情報発信だと、広報のいつも

ちっちゃい片隅にとかという感じになってしまう。

そうではなく、先ほど発達障がいをやったという、

トツカ先生は綾瀬小学校じゃないですか。私も当

時、次女が綾瀬小に通ったときにトツカ先生が校

長先生で、正に障がい特性のあるお子さんは通常

学級に入れて、一緒のクラスで一緒に勉強を先生

が行わせるというような手法で私も経験している

ので分かるんですが、とても発達障がいに御理解

の深い先生だと認識しております。 

  以前やったことがあるというのであれば、是非

そういう発達障がいというページを広報で大きく

銘打って作っていただき、その中にペアレント・

メンターというものがあってということ、西新井

の方で、今こういう形でブースをつくってやって

いますということを是非銘打っていただき、６８

万の足立区民の皆さんたちがそれを見て、どれだ

けの親御さんたちの目に行き届くのか、心に行き

届くのか、本当にアクションとして西新井のこど

も支援センターげんきに行くのか、私もそれを見

てみたいと思うので、今年度中にやっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○こども支援センターげんき所長 繰り返しの答弁

で恐縮ですが、私に今その広報紙の企画を決める

権限は既になくなっておりますので、御意見とし

て受け止めたいと思います。 

○吉田こうじ委員長 長谷川委員、簡潔に願います。 

○長谷川たかこ委員 副区長、是非やっていただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

○副区長 前向きに検討させていただきます。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 今回、足立区主導のペアレント・

メンター事業が実際に動き出すということですの

で、やっぱりまずはこの動き出してみないと分か

らない部分も多分あると思いますが、それをしっ

かり見守る必要もあるのかなと思っております。 

  請願内容については、先ほど御答弁もいただき

ましたけれども、今年度の事業運営の状況を見ま

して、またいろいろとポイントとかも出てくるか

もしれませんので、今回のこの請願については不

採択を主張します。 

○たがた直昭委員 今、様々な議論を聞かせていた

だいて、本当にそれぞれが寄り添うことが必要な

のかなと思うんですけれども、今回新たに区の主

導で事業を変更するため事業開始に向けたという

ことで、新たな事業ということでありますので、

きちんとそこをやっていただくことがまず最優先

かなということでありますので、不採択でお願い

します。 

○ぬかが和子委員 前回同様、正に新しく始まった

中で、見守りながら議論をしていく必要があると

考えておりますので、私自身の態度としては継続

ということで表明いたしますが、先ほど来、自民

党、公明党から不採択という声がありますので、
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仮に継続審査が否決された場合には、私の方は、

不採択に加味するわけにはいかないと思っていま

すので、退場させていただきます。 

○吉田こうじ委員長 ということは、継続ですね。 

○長谷川たかこ委員 採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 これまでの答弁をお聞きしている

中で、請願項目であります病院につながっている

かなどの条件の撤廃という部分は撤廃すべきでは

ないのかなと考えておりますし、学校と密に連携

した相談機能という部分でも、この請願にあるよ

うな形では難しいということもありますので、不

採択とさせていただきます。 

○吉田こうじ委員長 それでは採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を願います。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手少数であります。したが

いまして、直ちに採決をいたします。 

  採決に際し申し上げます。挙手されない方は、

採択に反対とみなしますので御了承いただきたい

と思います。 

  本件は、採択すべきものとすることに賛成の方

の挙手を願います。 

[賛成者挙手] 

○吉田こうじ委員長 挙手少数であります。よって、

本件は不採択とすべきものと決定いたしました。 

  それでは、以下の審査に直接担当でない方の退

席を認めます。 

[執行機関一部退席] 

○吉田こうじ委員長 残念ながら、休憩なしで頑張

ろうと思ったんですけれども、２時間を超えまし

た。ここで少々休憩をとりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  再開は、５分以内をめどにして、皆さんまたお

集まりのときに、また再開させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

  それでは一時休憩いたします。 

午後３時４２分休憩 

午後３時４７分再開 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 文教委員会を再開いたしま

す。皆さん御協力をよろしくお願いいたします。 

  次に、所管事務の調査を議題といたします。 

  （１）学校ＩＣＴに関する調査についてを単独

議題といたします。また、報告事項（１）令和５

年度足立区立小・中学校ＩＣＴ機器活用に関する

年度末効果検証結果報告について、（２）令和５

年度情報モラルに関する調査結果報告についてが

本調査と関連しておりますので、併せて教育指導

部長から報告願います。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会の報告

資料２ページをお開きください。 

  ＩＣＴ機器活用に関する５年度末の効果検証の

御報告でございます。 

  項番１、この対象でございますが、教員でござ

います。ウェブでアンケート調査を実施しており

ます。 

  項番２、小学校の、まず検証結果からでござい

ます。八つの項目について目標と実績についてお

出しをしております。この表を見ていただきます

と既に目標値を超えているものがございますけれ

ども、そちらについては今年度見直しを図ってま

いります。 

  ３ページでございます。 

  （２）のところ、主な課題と今後の対応を抜粋

して御説明をさせていただきます。 

  まず、教員のタブレットの活用頻度、このナン

バー１のところでございます。週５時間に達して
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いない教員が２割程度ございます。これまでと同

様、校内研修の実施、活用を図ってまいりたいと

思っております。 

  それから、４ページでございます。 

  今度は中学校の検証結果でございます。同じく

８項目について、目標、実績を掲げております。

（２）の主な課題と今後の対応でございます。こ

ちらは週５時間に達していない教員が小学校より

も上がりまして３割程度いる状況でございます。 

  今後の対応でございますけれども、同様に校内

研修の実施、それから授業で活用できるような事

例を横展開して、ＩＣＴモデル校を中心に実践を

してまいりたいと考えております。 

  続きまして、６ページを御覧ください。 

  ５年度の情報モラルに関する調査結果の御報告

でございます。 

  項番１、こちらの対象は児童・生徒でございま

す。情報モラルに関する２０項目について調査を

いたしました。７ページに記載のとおりでござい

ます。 

  こちらについての項番２、達成状況でございま

すけれども、発達段階に応じて最低限身に付けて

ほしい活用ルールやマナー、これが全てできてい

る児童・生徒の割合を数字で示しております。 

  （３）を見ていただきますと、学年が上がるに

つれて、このグラフです、達成度が下がる傾向に

ございます。 

  特に課題については、８ページを御覧ください。 

  課題の見られた項目と今後の対応でございます。

項番４の（１）のところでございます。まず、学

習に関係ないことに使用しないという使用目的に

関する項目でございますが、昨年度に比べまして

若干の改善はございますけれども、こういったサ

イトに制限を掛けることプラス児童・生徒自身で

見てはいけないサイト、見てもいいサイトという

のを判断できるような力を身に付けてまいりたい

と考えております。 

  （２）のところは健康面に関する項目でござい

ます。例えば３０分使ったら休む、就寝前は使用

しないといったものでございます。こちらについ

て、こちらが特に学年が上がるにつれて達成状況

が下がるものでございますので、家庭を巻き込ん

で取り組む必要があると考えております。 

  学校ＩＣＴ情報ひろばですとか、Ｃ４ｔｈ Ｈｏ

ｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌを活用いたしまして、家庭を

巻き込んだ啓発事業に取り組んでまいりたいと考

えております。 

  私から以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは何か質疑ございます

か。 

○ぬかが和子委員 まず最初に、今の情報モラルに

関する調査結果報告についてのところで質問させ

ていただきます。 

  資料の７ページ、実際のできている・できてな

いの割合です。私、非常に気になったんですけれ

ども、２番、学習に関係ないことにタブレットを

使用しない。これで「使用しない」と回答してい

る方が９割を超えているということです。でも、

この間文教委員会で話題になっているように、ま

た私の周りで話を聞いていても、やっぱり全然関

係ないことに夢中になってタブレットを使ってい

るという人が圧倒的に多いんです。 

  だけど、学校からアンケートが来たら、使用し

てないと付けちゃうということが、ここの結果に

現れているんじゃないかと思っていて、この数字

をもってよしとするとかという、もっと言うと、

このアンケートがどうなのかということにも掛か

ってくるんじゃないかというのが１点です。 

  それからもう１点として、仮にこの項目があり

だとすると、逆に、⑥⑦、それから⑩、あと⑪ぐ
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らいですか、このクエスチョンはおかしいんじゃ

ないかと。だってこれ、⑥⑦⑩⑪は学習に関係な

いことに使っていることを前提にしての質問なん

です。これが並立しているという、こういうアン

ケートの在り方はおかしいんじゃないかと。この

２点です。どうでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進課長 ぬかが委員の御質問のまず

1点目、アンケートでは非常によくやっていると、

高いけれども、実際どうなんだというところでご

ざいますが、確かに私の方も実態はまだ把握はし

切れてないところではありますが、アンケートの

内容は精査していく必要もあるのかなと思います。 

  ただ、こちら、特にリテラシーに関する部分、

２点目でございます。リテラシーに関する部分と、

確かに質問が矛盾するというところがあるかなと

いうことで全体的に情報モラルに関しての質問に

関しては、在り方等、組立て等は検討していきた

いと考えております。特にリテラシーに関しては、

ただ、９５％だからいいというものではなくて、

ＳＮＳの書き込みが１件でもあれば大きな事件に

なることもございます。これは１００％を目指し

ていきたいと考えているところでもございます。 

○ぬかが和子委員 課長が就任される前にやったア

ンケートだろうと思うので、部長なりに答弁もい

ただきたいと思いますが、例えば、この学習に関

係ないことにタブレットを使用しているかどうか

というのは、正しく実態を掌握しようと思うんだ

ったら、Ｃ４ｔｈとかで保護者にちゃんとクエス

チョンするとか、そういうことも含めて正しく実

態をつかまないと正しい対処にならないんじゃな

いかと思っているんですが、部長、どうですか。 

○教育指導部長 先ほどの９０％を超えているから

いいじゃないかというのは正にそのとおりだと思

います。逆の数字で、できていないのをどう減ら

していくかというのも大事な視点だと考えており

ます。 

  それから、保護者を巻き込んでということでご

ざいますので、今後の取り方については検討して

まいります。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。項

目も先ほど答弁していただいたように矛盾してい

るものが並んでいると思いますので、そこの精査

も含めてお願いしたいと思います。 

  それから、学校の教員に対してタブレットの活

用の方のアンケートの問題ですけれども、２ペー

ジのところで、２番のところが大幅に令和５年度

の実績が下がった理由というのは何でしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進課長 こちらプログラミング教室

に関してですが、私も気になりまして何校かです

が確認させていただきました。大きく二つありま

して、一つがこれは設問が２時間以上だったんで

すが、１時間１時限でやっているというのですと

９０％程度超えそうでした。 

  あともう一つが、プログラミング授業でここは

端末を使ったという書き方をさせていただいてい

るんですけれども、端末を使わないで、命令を書

きながら進めていくという授業の進め方をやって

いるという教師の方もいらっしゃるというところ

が把握できております。ただ、詳細な数字をしっ

かり取っているわけではないので今の数校に確認

を取った状況でございます。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございます。そうだ

とするとなおさら私は大事なことかなと思ってい

るんですけれども、もともとこのタブレットやい

ろいろな教育分野でＩＣＴ導入というときに、区

長も言っていたので私は印象的だったし、答弁も

いただいているんだけれども、結局こういうもの

を活用することが目的にしちゃいけないというか、

手段だよね。子どもたちが本当によりよい学びを

得るための手段であって、目的にしちゃいけない
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と。 

  だけど、これ目標を全部、例えば教員をタブレ

ット端末を利用して週５時間以上というのを１０

０％にするという目標があるわけです。そうする

と、目的の方に傾倒してしまうんじゃないか、流

れてしまうんじゃないかと私は思っているんです。

もちろん、よりよい授業にしていくということで

工夫やお互いに切磋琢磨していくということは大

事なことだと思いますけれども、その辺の懸念に

ついてはどうお考えでしょうか。 

○学校ＩＣＴ推進課長 私の方もあくまでも端末と

いうのはツールでしかないかなと認識はしており

ます。ただ、そういった中で、導入当初、１人１

台の環境になるまでは、まず使おうという働き掛

けとしてこのような目標設定をしているのかなと

思います。 

  ただ、次のステップにどう行くべきかというと

ころは、今後も検討してまいりたいと考えており

ます。 

○ぬかが和子委員 例えば中学校のところで、５番

のところで、生徒用の端末を週３時間以上使って

授業を実施した５教科担当の割合というのがどう

やっても上がっていかないわけじゃないですか。

そうすると現状と合ってないんじゃないかと。つ

まり受験も控えている中で、３時間以上、大体各

教科ですよね、これ週３時間って。そうするとほ

とんど使うということになる教科も出てくるかな

ということも含めて、実際にこの目標値や何かも

含めて、現実に合ってないんじゃないかというこ

とも含めて是非検証していただきたい。 

  何でそれを言っているかというと、１００％目

標というのは現場はどう受け止めるかというと、

押し付けられたという印象になっちゃっているん

です。それはいいことじゃないと思っているんで

す。この間、教育指導の方とか、いろいろな方と

も話す中で、今はそういう押し付けはやらないよ

うにしたいんだと言ってくださっているじゃない

ですか。でもこの目標があると、１００％なんて

いうのは押し付けになりますから、是非そこは十

分考えていただきたいと思っているんですが、ど

うでしょう。部長、どうですか。 

○教育指導部長 使うことではなくて、活用の仕方

も今年度モデル校を中心に次のステップに移ろう

と思っています。そういったものも踏まえながら、

どんな指標が適切かというのは検討してまいりま

す。 

○伊藤のぶゆき委員 小学生の息子を毎日９時に寝

かせているんですけれども、最近素直に寝るなと

思っていたら、おととい布団の中でタブレットを

見ていました。もし下げているとしたら、親とし

て謝ります。申し訳ございません。 

  ぬかが委員がおっしゃったように、このアンケ

ートの意味がどうなのかなと思うんですけれども、

大前提としてこのアンケートは学校タブレットの

みですか。それとも携帯、パソコンを含めた情報

モラルの質問になっていますか。 

○学校ＩＣＴ推進課長 私の認識では、あくまでも

授業で使う貸与しているタブレットという認識で

ありますが、確かにこの設問によっては、携帯と

かも含まれるのかなと思われるところ、健康に関

する部分なんかは含まれるかなとも思います。 

○伊藤のぶゆき委員 情報モラルというもの自体が

多分、文科省がこうやってタブレットを支給して、

文科省の中のモデルのカリキュラムを見させても

らうと、五つ指標があって情報社会の倫理、法の

理解と遵守、安全への知恵、情報のセキュリティ

ー、公共的ネットワーク社会の構築という５項目

あって、これは多分皆さん知っていて、私が一々

言うことではないのかなと思うんですけれども、

この中の四つはほぼ危険とか安全とかに対しての
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知識を入れてくれという情報になっていると思う

んです。 

  そのときに今タブレットが小学校から１台与え

られて、当然カリキュラムが１年生から２年生、

中学校まで段階に分かれてやっているんですけれ

ども、学校の中でのこのアンケートは必要だと思

います。全部が全部、悪いと言っているわけでは

ないんですけれども、ナンセンスなのかなと思っ

ていまして、先ほど教育指導部長が、今後の対応

で、見てもいいサイトと見てはいけないサイトを

生徒は判断できる力を身に付けさせるというお話

だったんですけれども、見てはいけないサイトは

分からない。正直なこと言って。皆さんが見ては

いけないサイトといったものをどういったものを

イメージするか分からないですけれども、多分見

てはいけないサイトは、大人も見ちゃうわけです。

多分どこかで。見てはいけないサイトが分からな

いです。分からないですけれども、大人も見てし

まっている可能性があるということは、これを見

ていいか・いけないかの判断をするというよりか

は、サイトを見た中でどう判断する力を身に付け

させることの方が僕は大事なんじゃないかと思う

んです。 

  ですので、先生がタブレットを使って授業をし

ていますとなったときに、このパーセンテージを

見ていると、情報モラルのパーセンテージは少な

いじゃないですか。これは何でかというと、多分

先生自体が情報モラルとは何ぞやというところに

ぶつかっているんだと思うんです。 

  多分この情報モラルの定義を当てはめたときに、

我々大人はほぼこのアンケートに入らないです。

子どもより下手すると低いと思うんです。なのに、

子どもにはこの情報モラル教育の中でこういうこ

とをしちゃいけない、こういうことはやめましょ

うと大人が教えなきゃいけないと、結構先生も苦

しいんじゃないかと思っていまして、これを区が

どう考えていくのか。要は小学校・中学校の中で、

こういった情報モラルを今、文科省が示している

情報モラル、じゃあ、足立区がやっているＩＣＴ

の教育推進を見てみたら、インターネットモラル

とは書いてありますけれども、そこまで深く書い

てない中で、足立区として子どもたちにどういっ

た情報モラルをしっかりと植え付けていかなきゃ

いけないのかというしっかりとした指針を再度つ

くり直さなきゃいけないと思うんですけれども、

それに関してはどう思いますか。 

○学校ＩＣＴ推進課長 私もこの項目を見た中で、

情報モラル、特にリテラシーの部分というのは、

ふだんのまず授業でやっていくというのはすごく

大事だとか、そういうところは分析してきたんで

すが、確かにそもそも情報モラルというものを子

どもたちにどうやって足立区として伝えていくん

だというところに関しましては、研究させていた

だきたいと思います。 

○伊藤のぶゆき委員 昨年１０月と今年の１月にあ

る区内の中学校と小学校に情報モラル教育を知り

合いの外部の方に入ってもらってやってもらった

ときに、この間もしゃべりましたけれども、中学

校１年生の授業に対してやろうとしたことがあま

りにも難しいから小学校５・６年生と同じにして

くれって言われたんです。 

  要は中学校に対してＳＮＳで写真が載ったとき

に、どういった仕組みでその写真が入って、どう、

要するにサーバーに入って、人の携帯に入ってと

かという仕組みすら中学校１年生は分かっていな

い。今例えば侮辱罪が２０２２年から厳罰化され

たというのも、多分、何が侮辱罪に当たるかも中

学生は分からないし、肖像権や権利の問題という

のも多分分からないと思うんです。そういったも

のを小学校１年生にやれとは言わないですけれど
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も、やっぱり小学校５年生、６年生ぐらいでもい

いんですけれども、そういったものをしっかりと

やっぱりこれは別に文科省が言っているとかじゃ

なくて、ほかがやってないとかではなくて、僕は

足立区はしっかりやるべきだと思っているんです。

だって、この中で先ほどのぬかが委員、インター

ネットで知り合った人と勝手に会わないという質

問がありますけれども、３０年前の携帯電話がで

きたばかりの出会い系サイトじゃなくて、今なん

か１０組に１組がマッチングアプリで結婚すると

いう世界になっているわけじゃないですか。とい

うことは、やっぱりその情報をどこまで正しく子

どもたちが処理できるかということに着眼点を当

てないと、情報モラルというものの言葉だけが先

行していて、一体子どもたちに何を植え付けなき

ゃいけないのかというのが、このアンケートだけ

見ていれば９割が大体できています。本当にでき

ているか知らないですけれども、でもこれ多分大

人にこの人数でやったってこの数字は出ないと思

います。 

  だから、やっぱりその子どもたちを小学校、中

学校だけじゃなくて、高校や大人になったときに

しっかりとした知識を今のうちからしっかり与え

ないと、大人だって今ちょっとしたことで炎上し

たりとか、今、旧Ｔｗｉｔｔｅｒで、お母さんが

逆走してきたことが今ネットでさらされて、名前

と場所が特定されてしまうような、本当にちょっ

とカッとなったことで載せてしまっていることが、

もうデジタルタトゥーとして残っちゃうというこ

とをしっかり子どもたちに教えてあげないと、や

っぱり大体そういうことが起きているときはカッ

となっているときじゃないですか。むかつくから

載せてやれとか、あの野郎こうだからというとこ

ろを、やっぱり子どものうちからそれがどういっ

たことに影響を受けるのかというのをしっかりと

僕は教育していかなきゃいけないと思うんですけ

れども、それに関しては再度、どう考えているい

かというか、お願いします。 

○教育指導部長 ＩＣＴだけではなくて、教育指導

課も含めてどういったやり方が必要なのか、子ど

もたちに何を教えるのかというのはいま一度きち

んと検証した上で、今後進め方を考えてまいりま

す。 

○伊藤のぶゆき委員 最後になりますけれども、中

学校１年生のところで足立区の中学校のデータを、

１校だけだから全部にならないですけれども、そ

この学校は携帯電話を持っている子たちに、そこ

のアンケートをしてみたら、４０％ぐらいが「家

庭内でルールがない」と答えていますので、やっ

ぱりさっき言ったように、家庭内の教育と学校が

教えるべきことと、そこに対しての危険性、要す

るにＳＮＳがどれだけ危険なのかという情勢の機

運をしっかりと高めていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 それでは次に、報告事項に移

ります。 

  （３）番から（７）番まで、以上５件を教育指

導部長から、（１２）番、（１３）番、以上２件

を学校運営部長からそれぞれ報告を願います。 

○教育指導部長 恐れ入ります、文教委員会報告書

の９ページをお開きください。 

  こちらは足立はばたき塾の５年度の塾生の進学

状況、それから６年度の実施の内容でございます。 

  項番１が５年度の卒業生たちの進学先になって
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おります。令和元年度から５年度まで記載をして

おりますが、太枠令和５年度が実績となっており

ます。８７名のうち３７名が進学指導重点校等に

進学をしております。 

  お隣のページ１０ページでございます。 

  志望順位でございます。（２）番でございます。 

 令和５年度は７５．９％が第１志望に合格をして

おります。 

  令和６年度の実施状況でございます。この事業

者について１０年目を迎えるようになりました。

今回１３期生、１００名定員のところ９７人でス

タートしております。所得審査、学力診断テスト

を実施した上でのこの人数になっておりますけれ

ども、残り３名、定員に空きがございます。こち

らについては２次募集をいたしまして、追加の入

塾者を決定してまいります。 

  続いて１１ページでございます。 

  今度は７年度の中学校の使用教科図書の採択の

日程でございます。 

  項番１、採択の教科でございますが、１０教科

１６種目となっております。 

  採択に先立ちまして、項番２のところで区民向

けの教科書の展示会について御案内をしておりま

す。６月上旬から７月上旬まで、展示場所は昨年

よりも１か所増設をいたしまして、本庁舎１階ア

トリウム、それからげんき１階ロビー、新しく東

京芸術センターの１階を加えてございます。 

  採択後の展示でございます。（２）でございま

すが、こちらは本庁舎の２階と中央図書館で利用

者に分かりやすい形で御案内をしていきたいと考

えております。 

  お隣１４ページに全体の流れをお出ししており

ますが、今後調査委員会審議会を経て、令和６年

８月２０日、教育委員会の定例会で採択をする予

定となっております。 

  続きまして、１４ページをお開きください。 

  あだち日本語学習ルームの日本語指導の状況で

ございます。現在区内３か所、保木間小学校、十

二中学校、六中ということで３か所で実施をして

おります。 

  令和５年度の通室生徒の状況でございます。６

２名、３学年でおりましたけれども、１・２年生、

未修了のお子さん３５名が６年度も継続をしてお

ります。この修了・未修了の判定でございますが、

項番２のところでございます。話す・読む・書く・

聞く、これがおおむねできている。また、都立高

校の入試に対応できる日本語の力を身に付けてい

ることが判定の基準となっております。 

  ３年生の状況を項番３にございます修了６名、

未修了７名、１５ページには中学校卒業後の進路

になっております。通室生徒１３名全てが進路を

決定しております。 

  日本語指導の現状でございます。令和４年度は

通室生徒３８名でございましたが、５年度は６２

名に増えております。この新型コロナウイルスの

５類移行後に外国からの転入増加が続いておりま

す。こちら今後も見込まれると考えております。 

  それから御家庭の事情で、本当は連続した通室

が望ましいのですが、一時中断せざるを得ないケ

ースもございます。これが学習時間の増加につな

がってございます。 

  項番５のところでございます。 

  ６年度の方針でございますけれども、個別指導

から習熟度別のグループ指導に移行いたしまして、

より効果的な指導体制にすること、また、今後通

室生徒が増加をする場合には、指導員の増員につ

いても検討してまいりたいと考えております。 

  続きまして、１６ページをお開きください。 

  「足立区版生命（いのち）の安全教育」の取組

状況でございます。令和５年度から小学校、中学
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校全校で実施をしております。 

  項番１のところでこれまでの取組を記載してお

ります。各学校の担当者向けの研修ほか、教材の

配布、保護者向けのチラシの配布を実施しており

ます。 

  項番２、文科省の委託事業でございますが、こ

ちらは実践校、第十中学校で、２年生、３年生を

対象に授業を実施しております。心と体の距離感

ですとか、デートＤＶ、それからＳＮＳの危険性

など、具体的な事例を示しまして授業の展開をい

たしております。 

  続きまして、１７ページでございます。 

  部活動に関する意識調査の結果の御報告でござ

います。昨年度から部活動の地域移行・地域連携

について協議会を立ち上げておりまして、こちら

の中で教員、生徒、保護者にそれぞれアンケート

を実施いたしました。今年１月から２月にかけて

です。 

  項番５のところで、詳細は後ほど１９ページを

御覧いただければと思いますが、まず、教員の負

担については、やはり負担感を感じている教員が

６５％おりました。ただ、生徒の方は現在の部活

動の形のまま継続をしたい、また活動時間を増や

したいというような要望が高くございました。 

  項番６、６年度の方針でございます。教員から

の要望の高い外部指導員、部活動指導員の拡充で

すとか、そういった柔軟な対応をすることで教員

の負担軽減を図っていきたい、また、生徒の技術

指導に当たっていきたいと考えております。 

  １８ページを御覧ください。 

  （３）のところで、引き続き今年度も地域のち

から推進部と一緒に地域連携の進め方を検討して

まいります。今後は、モデル的にでも地域主導型

の例えば地域クラブですとか、そういった地域連

携の一歩になるような検討をしてまいりたいと考

えております。 

  私から以上でございます。 

○学校運営部長 恐れ入ります、引き続き文教委員

会の報告資料、少し飛びますが３３ページをお開

きください。 

  件名は足立区育英資金検討委員会委員の任命に

ついての報告でございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  このたび区の管理職の職員の方に異動がありま

したので、新たに２名、中村教育長と楠山子ども

家庭部長を本委員会の方に任命をさせていただき

たいという報告になっております。 

  項番２番に任命期間ですけれども、継続中の委

員の皆さんがいらっしゃいますので、その終了任

期であります令和６年８月１１日までとさせてい

ただきます。 

  項番４番のところで、現在継続なさる、私も含

めて７名の委員の名簿の方を付けさせていただい

ております。 

  続きまして、次のページ３４ページをお開きく

ださい。 

  件名は貧血・小児生活習慣病予防健診の実施結

果についての報告でございます。 

  令和５年度の実施結果でございますが、大きく

中学２年生・３年生、それから小学５年生に検査

を実施いたしました。順番にいくと、項番の２番、

中学校の実施結果になりますが、対象としては基

本的には保護者の同意がいただけた中学２年生、

それから、昨年の検査で要医学的管理等の判定さ

れた中学３年生を今回の対象といたしました。 

  （２）番ということで，次のページから健診結

果、それから生活アンケート結果、事後後援の個

別相談等の状況を記載させていただいております。 

  ３４ページにお戻りいただきまして、一番下の

ところで総合判定ということで書かせていただい
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ております。今回の大きなところで中２と中３の

中身になっております。 

  ３５ページの方が、中３生については、重複を

しておりますが、昨年度のデータとの比較を載せ

させていただいております。一番下のところ小さ

くて恐縮ですけれども、改善状況ということで、

要医学的管理、それから要経過観察等の数値の方

が下がっているということで、取組の成果が少し

出ているかなと考えております。 

  もう一つのターゲットといいますか、検査の対

象になりますが、３７ページに小学校のモデル事

業の実施結果を記載させていただいております。

こちらは肥満度２０％以上の割合の高い学校を５

校選びまして、そちらの方の取組をさせていただ

いたところでございます。中学生と同じように健

診結果等、その後記載をさせていただいておりま

す。 

  すぐ見ていただきたいのは、（２）の１の総合

判定のところで、中学２年生・３年生と比べると、

肥満度が高いという状況のお子さんたちを対象に

した割には、要医学的管理等の数値のほうが低い、

それから正常な方の数値が高めということで、意

外と肥満度が高くても検査等では引っかかってこ

ないということが少し見えてきてまいりました。 

  最終ページ３８ページに、項番４番ということ

で今後の方針を書かせていただきました。小学校

５年生、昨年度モデル実施をいたしましたが、今

年度以降については、貧血、糖尿病等のリスクの

高いお子さんに対して健診を行って生活習慣病予

防の早期の動機付けを行いたいと思っております。 

  私から以上でございます。 

○吉田こうじ委員長 それでは、何か質疑ございま

すか。 

○たがた直昭委員 １点だけ、部活動の意識調査だ

け確認させていただきたいと思います。 

  当然教員向けには、①の部活動に対する負担感

ということでありまして、「強く感じている」が

３５％に対して、「とても強く感じている」とい

うことで、合わせると６５％ですけれども、今の

労働環境の中では大変な職業の一つだと思うんで

すけれども、それに更に部活動ということになり

ますと、かなりの負担感になるかと思うんですけ

れども、これからどんどん増える傾向かと思うん

です。その辺はいかがですか。 

○教育指導課長 たがた委員御指摘のとおり、先生

たちの部活動に対する負担感は、ますます負担を

持つ先生たちが増えてくる可能性も否定できない

ところでありますので、当課といたしましては、

外部指導員や部活動指導員をより一層拡充させま

して、先生方の負担軽減に努めていきたいと思っ

ております。 

○たがた直昭委員 当然、中学校学校選択制にも影

響が出てくると思いますので、その辺は早急に逆

に対処していただきたいということを要望させて

いただきますけれども、現実的には部活動の地域

の連携、地域移行ですか、これを今後検討すると

いうことなんですけれども、もう少し具体的にそ

の辺をお願いします。 

○教育指導課長 今現在、考えているところでは、

今地域の部と連携しながらですが、部活動を特に

土曜日、日曜日に見ていただけるような仕組み、

又は部活の平日の時間を短くして、その時間で何

かやっていただける方はいないかとか、地域の方

ともいろいろな多方面、多角度から部活の地域移

行化に向けた検討を始めていきたいと思っている

ところでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。是非よろしくお

願いしたいと思います。逆に生徒たちはやはり部

活というのは望んでいる方ですので、その辺が先

生方と相反しているかと思いますので、よろしく
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お願いしたいと思います。 

  あと最後１点ですけれども、この辺の部活動の

部費の保護者負担ですか、これ大体月５，０００

円でしたっけ。１万円から３万円、月で２，００

０円から３，０００円ぐらいが妥当かなというこ

とですけれども、この辺は親としては当然できれ

ばそういうところにもお金を使って頑張っていた

だきたいということですけれども、やはり先ほど

言った外部の方が少ないということでありますけ

れども、地域性によっては違う、また、各学校に

よってはグラウンドにナイターを付けてください

とか、いろいろな御要望をいただいているんです

けれども、この値段というのはどうなんですか。

大体２，５００円ぐらいだということなんですけ

れども、保護者はこのぐらいは出せるということ

ですけれども、やはり相手がいることですので、

時給とかというのでその辺は妥当なんですか。 

○教育指導課長 その点につきましては、妥当かど

うかというのもまずは地域の方がどれくらいの

方々がやっていただけて、どれくらいの報償費で

あれば引き受けていただけるのかとか、そういっ

たところも見極めていかなければいけないと思っ

ていますので、ただ、保護者としては５，０００

円程度だったら払えますということの意思表明だ

と思いますので、そういったところも鑑みながら、

検討させてください。 

○たがた直昭委員 分かりました。この点について

は先ほど言ったように早急に進めていただきたい

と思いますので、足立区もスポーツ選手がかなり

出ておりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○ぬかが和子委員 まず最初に、生命（いのち）の

安全教育の取組状況のところについて質問いたし

ます。 

  もともとこれ、一昨年度でしたか、性被害を受

けた区内の中学生の親御さんからの陳情をきっか

けに私たちも議論したり求めたりしてきた中で、

足立区版の生命の安全教育を求めてきたし、歓迎

したんですけれども、この取組状況の最後、今後

の方針についてというところが、少し意味が理解

できないということで質問したいと思います。 

  後から追加で全議員に届けていただいた全体計

画モデルというのを、これを配布したということ

ですけれども、それとともに教育指導課において

各校の全体計画を回収すると。回収確認する、こ

れ一体どういうことでしょうか。 

○教育指導課長 こちらにつきましては、各学校は

教育課程届というものを毎年作成して、教育委員

会教育指導課に提出するものでございます。その

中において、補助資料として生命の安全教育の年

間の各学校の全体計画を教育指導課に提出を求め

ているものでございます。 

○ぬかが和子委員 それだとしたらこの表現は違う

んじゃないですか。提出を求めているのと、回収

するというのは違うと思うんです。どういうこと

でしょうか。 

○教育指導課長 その辺のところ、言葉の回収、又

は提出、そこら辺につきましては、いま一度、申

し訳ありません、私もこの回収という言葉を使っ

た意味というものをもう一度確認をさせていただ

きながらと思っております。 

○教育指導部長 表現が分かりにくくて申し訳ござ

いませんでした。 

  確実に各校でやってもらうという意味合いで、

そういったことができているかというような確認

をするという意味でございます。今後表現につい

てはきちんと工夫してまいります。 

○ぬかが和子委員 回収というと通常差し替えると

か、だから回収するんだというのが回収だと思う

んです。なので、分かりづらかったんです。 
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  それで届けていただいたのを見まして、ここに

は出ているんですけれども、学校向けだからしょ

うがないのかもしれないけれども、せっかく足立

区の教育委員会として、生命の安全教育は幼児期

からやっていこうということで定めたわけじゃな

いですか。それも医師会の女性ドクターなども入

ってもらいながら、独自性も持ちながら定めたの

に、これ小学校期からのが中心ですよね。せっか

く教育委員会という組織の中に、足立区では子ど

も家庭部へ保育や幼稚園の方も入れているのに、

小学校からしかないというのは不十分なんじゃな

いかと思うんですが、どうでしょうか。 

○教育指導部長 幼児期のところでもプライベート

ゾーンのところからきちんとした教材をつくって

おります。今回こういったところに記載がなく申

し訳なかったのですが、そこら辺が分かるような

記載にすればよかったと思っております。申し訳

ございません。 

○ぬかが和子委員 それと、この最初の目的、これ

が予期せぬ妊娠から生徒児童の心と体を守るため

の生命の安全教育、間違いじゃないとは思うんで

すけれども、生命の安全教育は何も予期せぬ妊娠

から守ることだけが目的ではないと思うんです。

やはり性被害を生み出さない、そういう教育をし

ていくということが大事なんじゃないかと思って

いるんです。そういう在り方についても、すごく

実は大事なことだと思っているんです。妊娠から

守るだけの問題じゃないです。ましてや性被害か

ら守るために、もっと言うと、幼児で言えば自分

でされたら嫌だなと思ったら、どんな大人でも嫌

だと言っていいんだよということを伝えるところ

から始まるわけです。それは性被害によるトラウ

マとか、そういうものもなくしていくということ

も一つ入っているわけです。今後でいいので、是

非そこについて改めていただきたいというのが一

つです。 

  それからもう１点として、これをつくったとき

に私は当時の指導部長にもこの委員会で繰り返し

申し上げて答弁いただいているんですが、ずっと

読んでいったときに、もう性は怖い、異性とのス

キンシップは怖いものだと植え付けられちゃうよ

うな感じをしたんです。つまりこれと同時に、生

命を産み育むことの大切さという、そういうこと

もしっかりと伝わるようにしていかないといけな

いんじゃないかということを申し上げたんです。

この２点についてどうでしょうか。 

○教育指導課長 まず、１点目のここの予期せぬ妊

娠というところですが、引継ぎの中で、まず足立

区版という、なぜ足立区版があるのかというとこ

ろに私は注目しまして確認を取りますと、この命

の安全教育は国を挙げてやっているところでござ

いますが、足立の特徴として、やはり実態として

予期せぬ妊娠というものが課題としてあるという

ことで、足立としてはこの六つ目の性的接触、特

に中学校、ここが足立の一つの特徴であるという

ことで、足立区版ということでこの吹き出しが入

っているんだろうというのが私の認識でございま

す。 

  ２点目につきましても、ぬかが委員のおっしゃ

るとおりでございますので、その辺につきまして

もしっかりと生命の教育とは何なのか、安全教育

とは何なのかということをいま一度原点に立ち返

りながらもやっていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○教育政策課長 若干補足させてください。 

  １点目について、ぬかが委員のおっしゃること

は、予期せぬの前に、頭に性犯罪の加害にも被害

にもしないんだということで大きくうたっており

ますので、そこは一番の目的として教員には周知

しているところだと私は認識してございます。 
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○ぬかが和子委員 そうなんだよね。性犯罪の加害

者にも被害者にもならないが一番の目的ですよね。 

  細かい話で恐縮ですけれども、これただこう入

っている、守るだったらよかったです。これがあ

って、傍観者にもさせないと、予期せぬ妊娠から

生命や体を守るだけだったら何もこんな質疑しな

いで済んだんです、私。だけど、この足立区版生

命の安全教育に掛かっているのはこれだけなんで

す。この表示では。そういうことでいうと、これ

が目的の生命の安全教育というパンフレットにな

っちゃうから、やっぱり今後についてはしっかり

改めていただきたいと、これだけやっていられな

いので、繰り返し申し上げて、要望して次に移り

ます。 

  私も、この部活の移行の問題についても質問し

たかったんですけれども、この部活の地域移行の

問題で、本当に地域移行についてのメリット・デ

メリットの部分というのが非常にこの調査結果で

分かると思ったんです。デメリットとしての費用

負担の問題、それからメリットとしての教員の負

担軽減の問題と、どっちも大事だと思っているん

ですが、もう一つ、地域移行したときに、例えば

野球とかサッカーとか建前上は公式戦に出られま

すとなっていると聞いたんだけれどもという話を

言われたんです。その辺が、でも違和感がありま

して、その辺の実態についてどうかお伺いします。 

○教育指導課長 ぬかが委員は日本中学校体育連盟、

中学校の部活動の大会の件についての御指摘だと

思います。中体連の最新の令和６年度の実施要項

を見ますと、地域クラブ、又は民間のクラブも門

戸を開いているところではございます。ただ、そ

れぞれのスポーツの条件によっては、例えばサッ

カーにいきますと、Ｕ１５のジュニアユースのリ

ーグに入っていないとか、様々な競技によって規

定があるようでございます。ですので、その点も

含めながら、本区で立ち上げるこの地域移行、も

しきちっとやったときにそのクラブをどのように

位置付けにしていくかというところも、中体連の

様々な要綱とも見渡しながら、そこは慎重にやっ

ていかなければいけないと思っているところでご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 本当に大事なことだと思ってい

ます。正に全国高等学校体育連盟のときもそうで

すけれども、そういう壁によって本来出られるも

のに出られないということがあってはいけないし、

そこもある意味現状ではデメリットの部分だと思

うので、慎重に考えていただきたいと思っていま

す。 

  その上で、ここで今後の方針で出されているの

は、やはりそういう現状の中で少しでも負担軽減

もしようという中で、部活指導員の柔軟な活用を

するということは先ほどもありましたけれども、

定数４５名ということで、簡単に言うと一つの学

校で１人、多くて２名しか指導員を付けられない

と。だけど部活はもっとたくさんあるわけです。

本当に負担軽減と考えたら、この４５名という定

数も当面増やしていく必要があるんじゃないかと

思うんですが、どうでしょうか。 

○教育指導課長 人数につきましても、そこは検討

していかなきゃいけないと思っておりますが、た

だ一方で、なかなかマッチングが合わないという

ような現状がございまして、せっかく予算を学校

に配付しても人が見付からない、マッチングしな

いというところがありますが、大変人的なところ

の課題はありますので、その辺も包含しながらや

はり考えていかなければいけない問題だと思って

おります。 

○ぬかが和子委員 だからこそ増やしてほしいと思

っているのは、今回のような、だから柔軟な運用

をすると言われているけれども、一方で、認めた
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けれども来ないところもあれば、申請を出したけ

れども認めてもらえなかった学校もあるわけです。

申請を出して人がいて、それで認めてもらえない

ということがないように、しっかり枠なども準備

してやってほしいということです。どうでしょう

か。 

○教育指導課長 その辺につきましては、令和６年

度、昨年度の反省も踏まえまして、未配置になっ

た学校につきましては、優先的にそこは学校と連

携を取りながら配置できるように今進めておると

ころでございます。 

○ぬかが和子委員 それから最後、中学校教科書の

採択の問題について質問します。 

  去年も私も教育委員会も全部傍聴もさせていた

だいて、それからずっと経緯も見させていただい

ているんですけれども、声として、地域の方、住

民の方から出されたのは区民向けの会場数です。

これは去年２か所だったんです。これは増やして

ほしいという声があった中で、増えたということ

だと思うんです。ただ、もっと増やしてほしいと

言われているんですけれども、その辺はどうでし

ょうか。 

○教育指導課長 本音としましては増やしていきた

いところでございます。ただ、教科書の見本本と

いうものが来るんですが、その数がいかんせんた

くさん来ないものですから、昨年度から１か所増

やした３か所で、これで今のところは全社そろう

数はやはり限られていますので、現段階ではこれ

が今妥当かなというところの判断でございます。 

○ぬかが和子委員 それから、私もアンケートを書

いたんですけれども、アンケートがあるんです。

学校教科書の。非常に私も感じたんだけれども、

装丁はどうかとか、見やすかったかとか、それは

チェック項目があるんですけれども、自由記載欄

が非常に少なくて、こういうところがよかったと

思ったとか、そういうことが非常に書きづらい、

アンケートとして書きづらいという声が書いた

方々からは共通して出されていて、そのアンケー

ト用紙、是非改善も検討していただきたいんです

が、どうでしょうか。 

○教育総務課長 今ぬかが委員御指摘のとおり、私

も以前行ったときに、裏面にもこう書かれている

ようなアンケートもありましたので、その辺はア

ンケート用紙の改善を検討させていただきたいと

思っております。 

○ぬかが和子委員 それから、去年の教科書採択を

決めた教育委員会、３時間ぐらいですか、傍聴を

させていただいたときに、去年の教育委員はすば

らしいと私は思って拝見していたんです。とにか

く一生懸命読み込んでいて、それでこういうとこ

ろがいいからこれは子どもたちにとってこういう

点で分かりやすいからこの教科書にしたいという

のを、みんながそれぞれ意見を言うという点は非

常にがすばらしいと。本当に頑張られたんだと思

っているんです。 

  だけど、唯一残念だったのが、区民のアンケー

トが、こういう声が多かったですとか、区民の声、

区民の意見がこうでしたというコメントは一言も

なかったんです。それは教育委員の判断だけれど

も、少なくとも教科書採択の前提だからどこかの

中で、区民のアンケートには何通アンケートが寄

せられましたぐらいのことは、教育委員会の中で

ちゃんと確認をしておくこととか、それから、事

前の段階で、教育委員にこういうアンケートでこ

ういう声がありましたというのをしっかり届ける

ようにするとか、そういうことは是非、つまりせ

っかくアンケートをやっている中で、その声が教

育委員の目に触れるということも大事だと思うの

で、そういう改善を是非していただきたいんです

が、どうでしょうか。 
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○教育総務課長 アンケートにつきましては、委員

の皆様にはペーパーで、審議の前にお見せしてお

りますので、区民の皆様のお声はしっかりと審議

の中には反映されていると判断しております。 

○ぬかが和子委員 だとしたら、それは教育委員の

判断かもしれないけれども、私としたら、先ほど

申し上げたように、何件意見が出されていたと事

務局側で前提でいうぐらいのことはあってもいい

んじゃないかと思うんですが、どうでしょうか、

教育長。 

○教育長 ぬかが委員御指摘の、やはりいただいた

意見がどのように反映されるかという前提の情報

提供がされたか・してないかが分からないような

運営は問題があるかと思いますので、教育委員会

の中できちっとそれが明確にするようにしていき

たいと考えております。 

○ぬかが和子委員 そうなんです。さっき答弁いた

だいたように、渡していますと言われたって、渡

していますということすらも傍聴した人たちは誰

一人分からないんです。この委員会で陳情を審査

しているときに、毎回追加署名が何名の署名です

と言うのが当たり前のことだと思うんです。それ

と同じで、やはりこういう声が上がっていますと。

だって区で取っているアンケートで、それを基に、

そこが中心ではないにしても、それも含めて教科

書採択なわけですから、是非しっかりやっていた

だきたいと。 

  最後に、今回教育委員になった先生のお話を聞

きますと、現場の声をとても大事にしたいとおっ

しゃっていらして、本当に大事だと思っています

が、私自身もやはり現場にとって一番使いやすい、

現場の先生にとっていいと思える教科書を是非活

用して、それを決めるのは教育委員会ですけれど

も、していただきたいということを要望いたしま

して、終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○吉田こうじ委員長 他にございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉田こうじ委員長 次に、その他に移ります。 

  何かございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉田こうじ委員長 なしと認めます。 

  では、委員長から申し上げます。 

  この委員構成での文教委員会を開催するのは、

特段の事情がない限り今回が最後になると思いま

すので、最後に委員長、副委員長から御挨拶を一

言させていただきます。 

  では初めに、１年間各副委員長をはじめ、各委

員の皆様、そして執行部の皆様、事務局の皆様に

は、大変お世話になりまして１年間本当にありが

とうございました。 

  議会で一番長い委員会になってしまいましたけ

れども、議事進行に関しましては、私の力の至ら

なさということで御容赦いただきたいと思います。 

  ただ一つ、やはり情勢、私も文教委員会、何回

か経験しておりますけれども、すごく報告事項も

多いですし、情報も多いですし、それから陳情・

請願も非常に多いということは、やはり未来を担

うお子様たちを囲むその環境そのものが多様化し

て複雑化しているんだと、いろいろなものを御家

庭で背負っていらっしゃるんだというのが本当に

よく分かるこの委員会での議論ではなかったかと

思います。 

  今後も、次はどういう委員会に私もなるか分か

りませんけれども、引き続き子どもたちの笑顔の

ために努力してまいりたいと思いますので、今後
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ともどうぞよろしくお願いします。 

  １年間ありがとうございました。 

  それでは、くじらい副委員長、お願いいたしま

す。 

○くじらい実副委員長 １年間ありがとうございま

した。本当に各委員の活発な御意見をお聞きしま

して、現在のこの現状のこの教育行政とか、今抱

えている問題、課題もしっかりと今回学ばせてい

ただいたという実感でございます。 

  今後も活動において、今回この１年間文教委員

会で学んだことをしっかりと生かしていければと

考えております。 

  また、副委員長としまして吉田委員長をしっか

り支えられたかどうか分かりませんけれども、各

委員の皆様、また、執行機関の皆様の御協力によ

り、１年間無事務め上げることができました。感

謝申し上げます。 

 ありがとうございました。 

○吉田こうじ委員長 続きまして、ぬかが副委員長、

お願いいたします。 

○ぬかが和子副委員長 本当に１年間ありがとうご

ざいました。私は３０年以上議員をやらせていた

だいて、こんなに毎回長い委員会は初めてです。

休憩を毎回とるというのも初めてです。そういう

点では、でもそれだけの質疑を十分に保障された

委員長の采配と、そしてそれに議論を積極的に受

けて答えてくださった執行機関の御協力があって

のそういう長時間の委員会ということでもあった

と思います。本当に心から感謝を申し上げます。 

  今後とも是非それぞれ私たちは、私も含めてど

ういう委員会になるかは分からないんですけれど

も、やはりこの教育行政のために力を尽くしてい

ただきたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

○吉田こうじ委員長 それでは、以上で文教委員会

を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

午後４時４０分閉会 


